
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て

西
村
慎
太
郎

課
題
設
定

　
本
稿
で
は
近
世
の
駕
輿
丁
（
カ
ヨ
チ
ョ
ウ
）
に
関
し
て
、
そ
の
役
割
・
組
織
・
存
在
形
態
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
次
頁
の
図
を
見
て
頂
き
た
い
。
こ
れ
は
筆
者
蔵
の
『
御
遷
幸
御
行
粧
絵
図
』
（
以
下
、
『
絵
図
』
と
略
す
）
一
五
丁
目
表
か
ら
一

六
丁
目
表
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
絵
図
』
は
木
版
刷
り
の
全
二
〇
丁
で
、
縦
一
七
・
六
セ
ン
チ
×
横
二
三
・
三
セ
ン
チ
、
表
紙
に

五
三
桐
と
十
六
菊
を
描
き
、
題
姦
に
既
述
の
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
る
。
奥
付
・
刊
記
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
版
元
な
ど
は
一
切
不
明
。

内
容
は
焼
失
し
た
内
裏
か
ら
桂
宮
邸
へ
と
逃
れ
た
孝
明
天
皇
が
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
＝
月
二
三
日
に
「
遷
幸
」
す
る
行
列
図
で

あ
る
。

　
さ
て
、
天
皇
を
乗
せ
た
「
御
鳳
琶
」
を
描
い
た
こ
の
部
分
に
、
本
稿
の
主
人
公
た
ち
、
す
な
わ
ち
駕
輿
丁
が
姿
を
現
わ
す
。
一
四
丁
目

裏
に
は
駕
輿
丁
の
人
数
と
し
て
、
「
御
綱
駕
輿
丁
　
前
後
二
十
四
人
」
「
御
輿
長
　
七
人
」
「
駕
輿
丁
　
五
十
余
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
五
丁
目
表
と
一
六
丁
目
表
に
描
か
れ
た
駕
輿
丁
、
す
な
わ
ち
、
鳳
楚
の
屋
根
か
ら
長
く
延
び
た
綱
を
手
に
し
て
い
る
駕
輿
丁
の
場
合
、

　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
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近
世
の
駕
輿
r
に
つ
い
て
（
西
村
）
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’、

A
藩
殿

謬
望
露
戯

、
書
露
殿

炎
寂
殿

纂
呑
殿

謙
慧

　
　
嶋
田
泉

　
　
蕊
井
泉

湘醐
謙殿

近
田
の
鯉
、
輿
ー
に
つ
い
て
〔
西
村
一

同　16丁目表

冠
は
細
縷
に
繧
（
オ
イ
カ
ケ
）
、
狩
衣
か
、
白
丁
と
思
わ
れ
る
装
束

を
身
に
纏
い
、
足
元
は
藁
履
。
一
方
、
一
五
丁
目
裏
に
描
か
れ
た
駕

輿
丁
、
す
な
わ
ち
、
鳳
賛
を
担
い
で
い
る
者
は
ほ
ぼ
同
様
の
装
束
な

が
ら
、
襟
元
に
禰
福
（
ウ
チ
カ
ケ
）
を
着
け
て
い
る
。

　
で
は
、
駕
輿
丁
と
は
一
体
何
者
な
の
か
。
辞
書
よ
り
簡
単
に
説
明

　
　
　
　
ヨ
　
　

し
て
み
よ
う
。
『
国
史
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
左
右
近
衛
府
、
左
右

兵
衛
府
の
下
級
職
員
の
こ
と
で
、
天
皇
の
乗
る
輿
な
ど
を
担
ぐ
存
在

で
あ
る
。
古
代
に
お
い
て
は
左
右
近
衛
府
が
各
一
〇
〇
名
（
そ
の
他

直
丁
と
呼
ば
れ
る
存
在
一
人
）
、
左
右
兵
衛
府
駕
輿
丁
が
各
五
〇
名

で
あ
っ
た
。
六
衛
府
の
う
ち
、
四
つ
の
衛
府
に
存
在
し
た
た
め
、
四

府
駕
輿
丁
と
も
言
う
。
駕
輿
丁
は
鎌
倉
期
の
飢
饅
に
よ
っ
て
か
な
り

の
数
が
減
じ
た
一
方
、
室
町
期
に
入
る
と
、
商
工
業
者
は
課
役
免
除

の
特
権
で
あ
っ
た
駕
輿
丁
を
目
指
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

例
え
ば
駕
輿
丁
に
属
し
た
京
都
の
米
売
り
だ
け
で
、
一
二
〇
余
名
に

及
ん
だ
。
そ
し
て
、
数
多
の
商
工
業
の
座
と
同
じ
く
駕
輿
丁
座
と
し

て
集
団
化
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
る
。

　
古
代
中
世
段
階
、
既
述
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
駕
輿
丁
に
関
し

て
、
社
会
経
済
史
の
立
場
か
ら
研
究
を
進
め
た
の
が
豊
田
武
氏
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

四

ハ
　
　る

。
豊
田
氏
は
古
代
に
お
け
る
駕
輿
丁
の
成
立
か
ら
組
織
、
近
世
初
頭
に
至
る
ま
で
の
展
開
を
検
討
し
て
い
る
が
、
中
心
と
な
る
の
は
中

世
駕
輿
丁
座
に
所
属
し
た
様
々
な
商
工
業
者
の
様
々
な
特
権
の
検
討
で
あ
ろ
う
。
駕
輿
丁
座
に
属
す
る
商
工
業
者
を
（
A
）
諸
役
免
除
の

特
権
の
み
を
有
す
る
も
の
、
（
B
）
専
売
権
を
も
併
せ
有
す
る
も
の
と
分
け
て
、
詳
細
な
検
証
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
世
の
駕
輿
丁

に
関
し
て
は
、
統
一
権
力
に
よ
る
座
の
廃
止
、
専
売
権
の
喪
失
か
ら
「
駕
輿
丁
座
の
没
落
」
「
中
世
的
な
残
倖
」
と
評
価
し
て
い
る
。

　
次
に
、
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
、
明
治
期
の
有
識
故
実
家
勢
多
章
甫
の
記
述
か
ら
概
観
し
て
み
よ
う
。

　
　
御
鳳
賛
を
昇
く
物
を
駕
輿
丁
と
い
ふ
、
八
十
人
あ
り
、
四
十
人
に
て
昇
き
、
残
四
十
人
は
手
替
り
な
り
、
此
外
に
左
近
兄
部
・
左
近

　
　
沙
汰
人
各
一
人
あ
り
、
右
近
も
是
に
同
じ
、
左
兵
衛
も
右
兵
衛
も
同
じ
く
、
兄
部
・
沙
汰
人
ひ
と
り
つ
つ
あ
り
、
此
八
人
は
駕
輿
丁

　
　
の
長
な
り
、
駕
輿
丁
は
京
都
市
民
の
富
有
の
も
の
よ
り
願
ひ
、
其
役
に
な
れ
り
、
素
よ
り
此
も
の
共
の
負
担
す
る
に
堪
へ
ざ
る
な
が

　
　
ら
、
帯
刀
を
許
さ
れ
、
又
諸
役
免
除
に
な
る
に
よ
り
、
市
民
の
競
ふ
て
此
役
に
な
る
也
、
新
嘗
祭
に
紫
震
殿
よ
り
神
嘉
殿
ま
で
葱
花

　
　
螢
に
て
、
行
幸
の
時
に
は
此
駕
輿
丁
の
昇
き
奉
る
巻
縷
の
冠
に
、
黄
色
の
絹
の
布
衣
を
着
し
、
其
上
に
両
面
錦
に
て
製
し
た
る
禰
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

　
　
と
い
ふ
も
の
を
着
す
、
よ
だ
れ
掛
の
如
き
物
也
、
藁
の
脛
巾
を
は
き
、
藁
履
を
は
く
也
、

　
こ
の
記
述
か
ら
次
の
こ
と
が
分
か
る
。
①
駕
輿
丁
は
八
〇
人
い
て
、
四
〇
人
が
担
ぎ
、
四
〇
人
が
交
替
要
員
で
あ
っ
た
。
②
左
右
近
衛

府
・
左
右
兵
衛
府
に
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
兄
部
（
コ
ノ
コ
ウ
ベ
）
・
沙
汰
人
と
い
う
長
が
い
た
。
③
京
都
の
富
裕
町
人
が
勤
め
、
帯
刀
・

諸
役
免
除
と
な
っ
た
。
④
新
嘗
祭
行
幸
時
に
装
束
を
着
け
て
参
勤
し
た
。

　
次
に
本
稿
で
の
課
題
を
提
示
す
る
。
既
述
の
豊
田
氏
の
論
稿
は
中
世
駕
輿
丁
の
分
析
が
中
心
で
あ
る
と
は
言
え
、
近
世
駕
輿
丁
を
検
討

す
る
上
で
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
、
豊
田
氏
の
評
価
で
あ
る
「
駕
輿
丁
座
の
没
落
」
「
中
世
的
な
残
津
」
を
再
検
討
し
、

近
世
京
都
の
流
通
史
・
商
業
史
・
都
市
史
の
見
地
か
ら
論
ず
る
べ
き
で
あ
る
が
、
現
段
階
で
筆
者
の
力
の
及
ば
な
い
部
分
で
あ
る
の
で
、

本
稿
で
は
次
の
よ
う
な
課
題
を
設
定
し
た
い
。
①
近
世
駕
輿
丁
の
役
割
。
既
述
の
勢
多
章
甫
に
よ
る
一
文
の
妥
当
性
も
含
め
、
朝
廷
に
あ



っ
て
、
駕
輿
丁
が
ど
の
よ
う
な
役
割
・
職
務
を
担
っ
た
か
、
そ
れ
に
対
し
、
ど
の
程
度
の
額
の
下
行
が
支
払
わ
れ
た
か
を
検
証
し
て
み
た

い
（
第
一
章
）
。
②
近
世
駕
輿
丁
の
組
織
。
駕
輿
丁
に
は
統
轄
す
る
存
在
と
し
て
、
兄
部
と
沙
汰
人
が
お
り
、
そ
の
配
下
に
座
人
と
称
さ

れ
る
人
々
が
い
た
。
兄
部
・
沙
汰
人
の
役
割
を
検
証
し
、
地
下
官
人
組
織
全
体
の
中
に
位
置
付
け
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
「
地
下
官
人
之

　
マ
　

棟
梁
」
た
る
存
在
に
も
十
分
留
意
し
て
検
証
す
る
（
第
二
章
）
。
③
近
世
駕
輿
丁
の
存
在
形
態
。
駕
輿
丁
の
相
続
形
態
・
生
業
・
特
権
な

ど
の
検
討
を
試
み
た
い
（
第
三
章
）
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
①
か
ら
③
を
通
じ
て
、
近
世
駕
輿
丁
の
全
体
像
と
身
分
的
特
質
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
。
以
上
の
課
題
は
、
近
世
地
下
官
人
研
究
に
と
っ
て
意
味
が
あ
る
こ
と
は
当
然
な
が
ら
、
近
世
京
都
の
流

通
史
・
商
業
史
・
都
市
史
を
検
討
す
る
上
で
も
有
益
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
近
世
の
駕
輿
丁
に
関
し
て
は
、
帯
刀
人
の
研
究
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
環
と
し
て
熊
谷
光
子
氏
が
紹
介
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
梅
田
千
尋
氏
は
論
稿
の
中
で
羽
中
田
岳
夫
氏
の
修
士
論
文
に
依
拠
し
て
駕
輿
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

の
特
権
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
も
近
世
駕
輿
丁
の
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
論
稿
で
あ
り
、
十
分
に
参
考
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ア
　

　
な
お
、
使
用
す
る
史
料
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
山
城
国
京
都
駕
輿
丁
文
書
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
中
島
五
郎
家
文
書
写
真
帳
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
使
用
す
る
史
料
に
関
し
て
若
干
触
れ
て
お
く
。
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
山
城
国
京
都
駕

輿
丁
文
書
は
、
三
井
文
庫
が
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
か
ら
同
＝
年
（
一
九
三
六
）
に
か
け
て
、
計
八
回
に
わ
た
っ
て
収
集
し
た
史
料

群
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
所
蔵
先
に
つ
い
て
は
不
明
。
そ
の
後
、
同
二
六
年
度
（
一
九
五
一
）
に
現
所
蔵
先
に
譲
渡
さ
れ
た
。
全
三
二
点

で
、
駕
輿
丁
四
軒
・
日
本
経
済
研
究
所
所
蔵
写
本
・
仙
洞
御
所
付
仕
丁
仲
間
の
も
の
に
分
け
ら
れ
、
複
数
の
史
料
群
が
混
ざ
っ
て
い
る
。

幕
末
の
御
用
留
類
が
多
く
、
当
該
期
の
駕
輿
丁
を
理
解
す
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
史
料
群
と
言
え
る
。
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
中

島
五
郎
家
文
書
写
真
帳
は
、
駕
輿
丁
関
係
の
史
料
を
中
心
と
し
た
一
九
点
の
史
料
群
。
な
お
、
こ
の
家
は
近
世
を
通
じ
て
、
駕
輿
丁
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
ソ

て
唯
一
官
位
の
叙
任
を
果
た
し
て
い
る
。
同
じ
く
京
都
市
歴
史
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
は
商
売
・
町

組
、
そ
し
て
駕
輿
丁
関
係
を
多
く
納
め
た
三
九
六
点
の
史
料
群
。
油
小
路
四
条
上
ル
藤
本
町
に
住
し
、
天
保
期
に
下
京
年
寄
を
務
め
た
呉

　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

ノ＼

服
屋
で
あ
る
。
近
世
後
期
に
駕
輿
丁
と
な
り
、
明
治
ま
で
続
け
て
い
る
。

一、

ﾟ
世
駕
輿
丁
の
役
割

　
本
章
で
は
、
近
世
駕
輿
丁
の
役
割
・
職
務
、
ま
た
そ
れ
ら
の
役
割
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
下
行
な
ど
を
検
証
す
る
。
下
行
と
は
朝
廷
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ね

式
へ
の
参
加
に
際
し
て
、
朝
廷
・
幕
府
よ
り
支
給
さ
れ
る
米
・
金
銀
の
こ
と
で
あ
る
。

　
既
述
の
通
り
、
駕
輿
丁
は
天
皇
の
乗
る
輿
を
担
ぐ
こ
と
を
役
割
と
し
た
。
こ
れ
は
近
世
に
至
っ
て
も
変
っ
て
い
な
い
が
、
旦
ハ
体
的
に
検

証
し
て
み
た
い
。
次
章
で
豊
田
武
氏
の
検
証
を
も
と
に
近
世
初
頭
の
駕
輿
丁
の
様
相
を
詳
述
す
る
が
、
近
衛
府
・
兵
衛
府
駕
輿
丁
と
猪
熊

座
駕
輿
丁
（
十
五
世
紀
中
ご
ろ
に
は
左
近
衛
府
に
属
し
て
い
た
）
が
対
立
し
、
そ
の
際
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
返
答
書
四
府
駕
輿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

丁
謹
而
言
上
」
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
近
世
初
頭
、
駕
輿
丁
が
如
何
な
る
朝
廷
儀
式
に
参
加
し
、
下
行
を
支
給
さ
れ
た
か
が
記

さ
れ
て
い
る
。
対
立
の
争
点
は
捨
象
し
て
、
駕
輿
丁
の
参
勤
し
た
朝
廷
行
事
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
①
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
の
聚
楽
第
行
幸
で
は
「
諸
役
人
な
ミ
ニ
被
召
出
、
御
太
刀
御
折
紙
拝
領
仕
、
則
御
馬
代
五
貫
文
ツ
ツ
」

　
　
下
さ
れ
た
。

　
②
天
正
二
〇
年
（
一
五
九
二
）
の
聚
楽
第
行
幸
で
は
職
務
を
勤
め
た
が
、
「
此
度
も
御
下
行
無
御
座
候
」
。

　
③
慶
長
一
六
年
（
一
六
＝
）
の
後
陽
成
天
皇
譲
位
の
時
は
三
二
石
の
下
行
が
支
給
さ
れ
た
。

　
④
同
年
の
後
水
尾
天
皇
即
位
の
時
は
八
石
の
下
行
が
支
給
さ
れ
た
。

　
⑤
同
年
の
内
侍
所
仮
殿
渡
御
で
は
一
〇
石
の
下
行
が
支
給
さ
れ
た
。

　
⑥
同
年
の
新
上
東
門
院
（
勧
修
寺
晴
子
。
誠
仁
親
王
妃
）
移
徒
で
は
下
行
が
支
給
さ
れ
ず
、
酒
を
下
さ
れ
、
「
岡
本
作
州
八
木
三
石
之



　
　
御
折
紙
」
が
下
さ
れ
た
。

　
以
上
か
ら
、
近
世
初
頭
の
駕
輿
丁
が
行
幸
・
譲
位
・
即
位
な
ど
に
参
勤
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
れ
ら
は
臨
時
行
事
で
あ
り
、

毎
年
行
な
わ
れ
る
「
恒
例
行
事
」
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
近
世
中
期
の
地
下
官
人
の
職
務
と
名
前
を
記
し
た
『
地
下
諸
役
記
』
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

「
内
侍
所
之
御
楚
行
之
御
鳳
楚
等
、
兄
部
・
沙
汰
人
等
令
下
知
、
駕
輿
丁
之
座
人
鼻
之
」
と
見
え
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
近
世
中
期
の
役

割
と
し
て
、
天
皇
に
よ
る
内
侍
所
へ
の
移
動
時
に
「
御
鳳
賛
等
」
を
担
い
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
初
頭
以
降
、
天
皇

に
よ
る
内
裏
の
外
へ
の
移
動
は
制
限
さ
れ
て
お
り
、
駕
輿
丁
と
し
て
の
活
動
も
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
前
章
で
提
示
し
た
勢
多
章
甫
の
記
述
は
「
新
嘗
祭
に
紫
震
殿
よ
り
神
嘉
殿
」
ま
で
の
天
皇
の
移
動
に
つ
い
て
鳳
螢
を
担
い
だ

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
初
頭
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
段
階
で
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
新
嘗
祭
が
内
裏
で
行
な
わ
れ
ず
、
加
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

て
寛
政
度
内
裏
の
造
営
ま
で
、
神
嘉
殿
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
既
に
高
埜
利
彦
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
元
文
五

年
（
一
七
四
〇
）
、
二
七
七
年
ぶ
り
に
新
嘗
祭
が
再
興
さ
れ
る
。
し
か
し
古
代
以
来
新
嘗
祭
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
神
嘉
殿
は
当
時
な
く
、

紫
震
殿
を
代
用
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
天
明
の
大
火
に
よ
る
内
裏
焼
失
、
寛
政
度
内
裏
の
造
営
に
よ
っ
て
、
神
嘉
殿
が
建
立
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
新
嘗
祭
は
古
代
同
様
神
嘉
殿
で
行
な
わ
れ
、
天
皇
の
移
動
の
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
朝
廷
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

け
る
駕
輿
丁
の
受
容
は
急
激
に
増
し
た
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
に
よ
る
と
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）

の
「
新
嘗
祭
参
役
交
名
書
」
に
は
三
二
名
が
記
さ
れ
、
天
皇
の
移
動
に
は
必
ず
従
う
「
御
契
櫃
」
「
御
鈴
櫃
」
「
御
胡
床
」
を
そ
れ
ぞ
れ
二

名
が
担
い
だ
。

　
ま
た
、
三
節
会
．
豊
明
節
会
参
役
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
二
人
ず
つ
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
駕
輿
丁
を
統
轄
す
る
兄
部
・
沙
汰
人

が
勤
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
節
会
の
場
合
、
駕
輿
丁
全
体
の
参
勤
で
は
な
い
。
で
は
、
三
節
会
な
ど
で
兄
部
・
沙
汰
人
が

如
何
な
る
役
割
を
担
っ
た
か
。
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
一
二
月
条
に
よ
れ
ば
、
官
方
使
部
が
右
近
衛
府
兄
部
大
石

近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

七



　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

家
に
や
っ
て
来
て
、
「
近
衛
二
人
」
に
対
し
、
遅
滞
な
く
参
集
す
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。
近
衛
大
将
の
着
陣
（
大
将
に
任
じ
ら
れ
て
初
め

て
陣
座
に
座
る
儀
式
）
の
際
に
も
、
兄
部
・
沙
汰
人
が
参
勤
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
節
会
に
お
い
て
何
ら
か
の
近
衛
府
が
行
な
う
儀
礼
所

作
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
章
の
後
半
で
、
支
給
さ
れ
る
下
行
の
問
題
と
合
わ
せ
て
再
度
検
証
し
た
い
。

　
次
に
駕
輿
丁
が
儀
式
の
時
に
着
用
し
て
い
た
装
束
を
検
証
す
る
。
本
稿
冒
頭
の
『
御
遷
幸
御
行
粧
絵
図
』
で
、
冠
は
細
縷
に
繧
、
白
丁

と
思
わ
れ
る
装
束
を
身
に
纏
い
、
足
元
は
藁
履
で
あ
り
、
鳳
蟹
を
担
い
で
い
る
者
は
ほ
ぼ
同
様
の
装
束
な
が
ら
、
襟
元
に
禰
福
を
着
け
て

い
た
。
一
方
、
既
述
の
勢
多
章
甫
は
「
巻
縷
の
冠
に
、
黄
色
の
絹
の
布
衣
を
着
し
、
其
上
に
両
面
錦
に
て
製
し
た
る
禰
福
と
い
ふ
も
の
を

着
す
、
よ
だ
れ
掛
の
如
き
物
也
、
藁
の
脛
巾
を
は
き
、
藁
履
を
は
く
也
」
と
あ
り
、
若
干
の
相
違
が
確
認
で
き
る
。
別
の
史
料
か
ら
こ
の

点
の
検
証
を
行
な
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
頃
と
思
わ
れ
る
壬
生
官
務
宛
の
右
近
衛
府
兄
部
大
石
中
務
願
書
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
覚

　
　
一
、
装
束
　
　
　
　
三
拾
弐
人
前

　
　
　
　
右
御
鳳
輩
部
屋
よ
り
例
年
之
通
取
出
し
申
度
奉
存
候
、
尤
冠
・
細
縷
・
老
懸
等
廿
九
人
前
是
迄
申
出
し
候
得
共
、
文
化
十
四
年

　
　
　
　
御
譲
位
行
幸
之
節
申
出
し
、
其
後
面
々
御
預
り
申
候
二
付
、
今
度
参
勤
之
節
、
右
御
品
各
々
着
用
仕
罷
在
候
間
、
別
段
拝
借
之

　
　
　
　
義
、
不
奉
願
候
、

　
　
　
　
　
右
之
趣
宜
御
沙
汰
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
何
ノ
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
仲
ヶ
間
惣
代
　
大
石
中
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
　
　
　
　
　
官
務
殿



　
　
　
　
　
ハ
け
　

　
「
御
鳳
輩
部
屋
」
よ
り
毎
年
装
束
を
取
り
出
し
て
い
る
が
、
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
の
譲
位
行
幸
時
に
願
い
出
て
、
「
冠
・
細
縷
・

老
懸
等
」
は
駕
輿
丁
が
各
自
で
持
っ
て
い
る
と
記
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
勢
多
の
「
巻
縷
の
冠
」
と
い
う
理
解
は
誤
り
で
、
『
御
遷
幸
御

行
粧
絵
図
』
の
描
写
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
縷
（
エ
イ
）
と
は
冠
の
後
ろ
の
垂
れ
下
が
っ
た
部
分
の
こ
と
で
、
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縷
（
ケ
ン
エ
イ
）
と
は
「
武
官
五
位
以
上
」
が
警
護
を
す
る
時
に
つ
け
、
細
縷
と
は
六
位
以
下
が
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
緩
（
老
懸
）
と

は
、
武
官
が
冠
下
の
左
右
に
下
げ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
天
保
四
年
に
兄
部
・
沙
汰
人
は
そ
の
他
装
束
の
「
御
預
」
を
願
い
出
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
が
、
そ
の
時
の
「
御
預
覚
」
に
は
、
退
紅
・
禰
福
・
布
袴
・
脛
巾
が
記
さ
れ
て
い
る
。
退
紅
（
ア
ラ
ゾ
メ
・
タ
イ
コ
ウ
）
と
は
、
「
紅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

の
薄
き
色
な
り
。
（
中
略
）
此
色
に
染
め
た
る
布
狩
衣
の
短
き
も
の
」
の
こ
と
で
あ
る
。
禰
棺
（
ウ
チ
カ
ケ
）
は
「
古
武
官
の
礼
服
の
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
中
略
）
身
二
幅
の
緋
地
の
錦
に
て
作
る
」
も
の
で
、
こ
の
点
は
勢
多
の
理
解
で
間
違
い
な
い
。

　
次
に
駕
輿
丁
の
下
行
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た
い
。
本
章
冒
頭
で
提
示
し
た
よ
う
に
、
近
世
初
頭
か
ら
中
期
の
場
合
、
天
皇
の
移
動
が

制
限
さ
れ
、
新
嘗
祭
も
神
嘉
殿
で
行
な
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
毎
年
何
ら
か
の
下
行
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
さ
ら
に
臨
時
行
事
に

お
い
て
は
額
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。
近
世
中
期
の
朝
廷
儀
式
に
お
け
る
下
行
を
検
証
す
る
史
料
と
し
て
『
諸
司
御
下
行
記
』
が
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

こ
こ
に
は
駕
輿
丁
に
関
す
る
記
述
が
全
く
見
ら
れ
な
い
。
次
に
近
世
後
期
の
朝
廷
儀
式
に
お
け
る
下
行
を
検
証
す
る
史
料
と
し
て
『
節
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

井
祭
事
御
下
行
帳
』
を
見
て
み
よ
う
。
上
巻
は
恒
例
行
事
に
関
す
る
下
行
の
書
上
だ
が
、
新
嘗
祭
の
項
目
に
「
駕
輿
丁
長
　
二
十
人
」
と

し
て
六
石
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
外
に
は
駕
輿
丁
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
幕
末
の
史
料
に
な
る
が
、

野
口
家
文
書
か
ら
こ
の
意
味
を
探
っ
て
み
よ
う
。
次
の
史
料
は
幕
末
駕
輿
丁
に
関
す
る
書
上
・
触
・
願
書
類
を
写
し
た
も
の
の
一
部
で
あ

る
。　

　
　
　
　
昨
亥
年
新
嘗
祭
下
行
米
割
方
算
用
書

　
　
一
、
米
六
石

近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

九



近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

一
〇

内
壱
升
弐
合
入
賃
引
　
　
　
又
六
升
た
ち
ん
引

又
壱
斗
七
升
四
合
た
ち
ん
引

〆
弐
斗
四
升
六
合

　
　
　
引
テ
五
石
七
斗
五
升
四
合

　
　
　
　
内
弐
斗
五
升
　
猪
熊
座
沙
汰
人
下
行
米

　
　
　
　
又
九
升
　
　
　
廿
四
人
之
外
駕
輿
丁
壱
人
同
断

　
　
　
　
残
五
石
四
斗
壱
升
四
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
　
　
右
六
わ
り
　
九
斗
弐
合
三
夕
壱
才

　
こ
の
史
料
の
前
後
に
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
触
が
写
さ
れ
て
お
り
、
元
治
元
年
は
子
年
で
あ
る
た
め
、
「
昨
亥
年
新
嘗
祭
」
は
文

久
三
年
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
こ
の
年
の
新
嘗
祭
で
は
米
六
石
が
下
行
と
し
て
支
給
さ
れ
た
。
こ
の
額
は
既
述
の
『
節
会
井
祭
事

御
下
行
帳
』
と
同
様
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
何
種
類
か
の
駄
賃
な
ど
が
引
か
れ
（
そ
の
性
質
は
不
明
）
、
残
額
五
石
四
斗
壱
升

四
合
を
六
分
の
一
し
た
額
が
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
六
分
の
一
は
次
章
の
駕
輿
丁
組
織
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
駕
輿
丁
兄

部
・
沙
汰
人
に
人
数
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
節
会
井
祭
事
御
下
行
帳
』
で
「
駕
輿
丁
長
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
判
明
す
る
よ

う
に
、
六
石
は
駕
輿
丁
の
長
で
あ
る
兄
部
・
沙
汰
人
で
あ
る
六
名
に
分
配
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
節
会
な
ど
に
も
兄
部
・
沙
汰
人
は
参
勤
し
て
い
る
が
、
何
故
そ
れ
ら
の
下
行
の
記
載
が
近
世
中
後
期
の
史
料
に
も
見
え
な
い
の

か
。
ま
ず
、
前
提
と
し
て
、
兄
部
・
沙
汰
人
が
節
会
に
参
勤
し
て
、
下
行
を
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
文
久
三
年

二
月
一
三
日
条
に
「
於
御
春
屋
三
節
会
下
行
米
頂
戴
」
と
あ
り
、
ま
た
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
一
二
月
条
に
コ
、
二
条
蔵
二
於
テ
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

例
之
通
下
行
米
左
之
通
受
取
候
事
」
と
し
て
「
新
嘗
祭
下
行
米
六
石
・
豊
明
節
会
下
行
米
壱
石
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
間
違
い
な
い
。
そ
し

て
、
既
述
の
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
に
よ
れ
ば
、
遅
く
て
も
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
踏
歌
節
会
に
は
左
近
衛
府
兄
部
小
畑

数
馬
と
右
近
衛
府
兄
部
大
石
中
務
が
参
勤
し
て
い
る
が
、
天
保
九
年
以
降
に
成
立
し
た
『
節
会
井
祭
事
御
下
行
帳
』
に
は
駕
輿
丁
の
記
事

が
見
え
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
節
会
に
参
勤
し
た
兄
部
・
沙
汰
人
は
駕
輿
丁
と
し
て
の
役
割
以
外
を
勤
め
て
い
る
と
い
う
推
測
が
成
り
立

つ
。
そ
こ
で
『
節
会
井
祭
事
御
下
行
帳
」
を
微
細
に
検
討
し
て
み
れ
ば
、
白
馬
節
会
・
踏
歌
節
会
に
「
四
府
　
鉾
請
取
役
」
と
い
う
の
が

　
　
　
　
き

確
認
で
き
、
六
斗
六
升
六
合
を
支
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
類
似
の
役
と
し
て
豊
明
節
会
で
は
「
次
将
鉾
取
　
二
人
」
が
確
認
で
き
、
一

石
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
節
会
に
お
い
て
、
兄
部
・
沙
汰
人
は
「
鉾
請
取
」
「
鉾
取
」
の
役
を
担
っ
た
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な

か
ろ
う
。
「
鉾
請
取
」
「
鉾
取
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
内
容
は
不
明
な
が
ら
、
『
節
会
井
祭
事
御
下
行
帳
』
で
は
鉾
立
役
人
と
並
置
し
て

記
さ
れ
て
い
る
点
が
ヒ
ン
ト
と
な
る
。
鉾
立
役
人
と
は
、
駕
輿
丁
同
様
に
官
方
地
下
官
人
（
後
述
）
で
「
三
節
会
左
右
之
次
将
之
前
鉾
立

　
　
　
　
　
　

役
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
節
会
に
参
勤
す
る
兄
部
・
沙
汰
人
の
役
割
は
鉾
立
役
人
と
関
わ
っ
て
、
「
鉾
請
取
」
の
役
割
を
負
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
な
お
、
既
述
の
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
で
は
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
「
新
嘗
祭
交
名
参
役
之
覚
」
が
記
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
最
後
に
「
初
参
出
金
」
と
し
て
駕
輿
丁
と
し
て
初
め
て
新
嘗
祭
に
参
勤
す
る
四
名
の
者
が
兄
部
・
沙
汰
人
に
金
二
朱
ず
つ
を
支

払
っ
て
い
る
が
、
鉾
立
役
人
安
田
隼
人
も
銀
四
匁
三
分
を
支
払
っ
て
い
る
。
兄
部
・
沙
汰
人
と
鉾
立
役
人
と
の
つ
な
が
り
が
窺
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
、
宝
永
年
間
頃
に
成
立
し
た
と
目
さ
れ
る
『
諸
司
御
下
行
記
』
の
「
鉾
請
取
役
」
は
「
中
村
藤
原
氏
」
が
勤
め
て
い
る
が
、
駕
輿
丁

で
は
な
い
の
で
、
近
世
中
後
期
以
降
に
兄
部
・
沙
汰
人
が
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
で
は
、
座
人
の
下
行
は
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
。
野
口
家
文
書
に
は
「
定
例
入
用
」
な
ど
を
記
し
た
書
付
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
コ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

座
人
頂
戴
物
」
と
し
て
、
「
新
嘗
祭
参
勤
之
節
者
、
御
下
行
米
九
升
被
下
候
事
」
と
見
え
る
。
し
か
し
、
既
述
の
通
り
、
『
節
会
井
祭
事
御

下
行
帳
』
に
は
「
駕
輿
丁
長
」
以
外
の
新
嘗
祭
下
行
は
確
認
で
き
な
い
の
で
、
兄
部
・
沙
汰
人
の
下
行
に
は
座
人
の
分
が
含
ま
れ
て
い
た

　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
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［表一］駕輿丁知行地一覧

年 名称 村 合計 備考

慶長6 駕輿丁四人 3．08西院・0．92下京

ｩ
4

一

元和3 駕輿丁四人 3．08西院・0．92下京

ｩ・1．22吉祥院

5．22
一

寛永18 四府兄部四人 2，4西院・1．6壬生・

P，22吉祥院・1，34吉

ﾋ院（ママ）

6．56 「左近府小畑彦右衛門・

E近府舟木与市郎・左兵
q府近松与一兵衛・右兵
q府虫鹿虎介」

万治2 四府兄部四人 2．4西院・1，6壬生・

Q．53吉祥院

6．53 「左近府小畑彦右衛門・

E近府舟木与一郎・左兵
q府近松与一兵衛・右兵
q府岩井三右衛門」

宝永期以降 四府兄部四人 6．53西院壬生吉祥院 6．53 小畑・近松・舟生・岩井

近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

・村と合計の項目の数値は石高．単位は石．

・慶長6年のデータは『知行方之帳　地下』（東京大学史料編纂所蔵勧修寺家旧
蔵史料写真帳6170．68／1／581）

・元和3年のデータは『元和三年領知之帳』（東京大学史料編纂所蔵2053／143）

・寛永18年のデータは「両局出納催之帳』（東京大学史料編纂所蔵2053／38）

・万治2年のデータは「両局出納催之地下人知行』（東京大学史料編纂所蔵壬生
家記録写真帳6140．5／31／7）

・宝永期以降のデータは「禁裡御所井宮家公家御領地記』（東京大学史料編纂所

蔵2053／25）

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
駕
輿
丁
の
知
行
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
（
表
一
）
。

最
初
に
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
『
知
行
方
之
帳
　
地
下
』

に
は
、
「
駕
輿
丁
四
人
」
と
し
て
西
院
村
三
石
八
升
、
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

京
畠
九
斗
二
合
、
合
わ
せ
て
四
石
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『
元
和
三
年
領
知
之
帳
』
で
は
西
院
村
・
下
京
畠
に
加
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

て
、
吉
祥
院
村
一
石
二
斗
二
升
が
見
え
る
。
寛
永
一
八
年

（一

Z
四
一
）
『
両
局
出
納
催
之
帳
』
に
は
「
四
府
兄
部
四

人
」
と
し
て
西
院
村
二
石
四
斗
、
壬
生
村
一
石
六
斗
、
吉

祥
院
村
一
石
二
斗
二
升
、
同
じ
く
吉
祥
院
村
一
石
三
斗
四

　
　
　
　
　
　
　
　

升
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
若
干
の
変
化
が
認
め

ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
後
は
ほ
ぼ
変
化
な
く
推
移
す
る
。

そ
し
て
駕
輿
丁
の
う
ち
、
兄
部
の
み
が
わ
ず
か
ば
か
り
の

知
行
地
を
手
に
し
て
い
た
。

　
次
に
駕
輿
丁
の
人
数
を
見
て
み
よ
う
。
豊
田
武
氏
は

『
壬
生
家
文
書
』
か
ら
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
二
）
の
駕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

輿
丁
人
数
が
七
二
名
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、
近
世
中
期
段
階
で
は
、
兄
部
・
沙
汰
人
・
座
人



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

で
五
九
名
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
『
駕
輿
丁
御
用
控
』
に
よ
れ
ば
、
文
久
三
年
の
石
清
水
行
幸
前
に
提
出
さ
れ
た
「
参
役
交
名
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
し
て
一
五
三
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
見
習
は
二
二
名
、
「
仮
欠
補
」
は
五
四
名
で
あ
る
た
め
、
「
本
役
」
と
称
さ
れ
た
兄
部
・

沙
汰
人
・
座
人
は
七
七
名
に
過
ぎ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
近
世
初
頭
を
上
回
る
人
数
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
近
世
後
期
に
至
っ

て
、
駕
輿
丁
の
現
実
的
受
容
が
高
ま
り
、
増
員
に
結
び
付
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
本
章
最
後
に
小
括
を
し
た
い
。
近
世
初
頭
の
駕
輿
丁
は
不
定
期
な
天
皇
・
皇
族
の
移
動
に
伴
い
、
参
勤
し
た
も
の
の
、
移
動
が
制
限
さ

れ
る
と
彼
ら
の
職
務
は
有
名
無
実
化
し
た
。
そ
れ
は
駕
輿
丁
の
人
数
減
少
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
近
世
後
期
に
至
っ
て
新
嘗
祭
が
神
嘉

殿
で
行
な
わ
れ
る
と
駕
輿
丁
の
必
要
性
が
生
じ
た
。
ま
た
、
兄
部
・
沙
汰
人
の
場
合
、
新
嘗
祭
は
勿
論
、
「
鉾
請
取
役
」
と
し
て
節
会
参

勤
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
下
行
は
兄
部
・
沙
汰
人
に
新
嘗
祭
で
六
石
、
節
会
で
参
加
し
た
二
名
に
一
石
が
支
給
さ
れ
、
新
嘗
祭
に
参

勤
し
た
座
人
へ
は
兄
部
・
沙
汰
人
の
下
行
か
ら
支
給
さ
れ
た
。
知
行
地
は
兄
部
・
沙
汰
人
に
の
み
支
給
さ
れ
た
が
、
合
計
で
六
石
五
斗
程

度
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
座
人
は
勿
論
、
兄
部
・
沙
汰
人
も
知
行
や
下
行
か
ら
の
収
入
は
た
い
へ
ん
少
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

二
、
近
世
駕
輿
丁
の
組
織
と
壬
生
官
務
家
・
兄
部
・
沙
汰
人

　
本
章
で
は
、
近
世
駕
輿
丁
の
組
織
に
つ
い
て
検
証
し
、
次
い
で
兄
部
・
沙
汰
人
と
座
人
と
の
関
係
を
論
じ
て
み
た
い
。
な
お
、
駕
輿
丁

は
官
方
と
称
さ
れ
る
地
下
官
人
集
団
に
属
し
て
い
た
。
官
方
と
は
壬
生
官
務
家
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
た
地
下
官
人
で
あ
る
。
壬
生
官
務
家

と
駕
輿
丁
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
最
初
に
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
の
駕
輿
丁
組
織
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
中
世
社
会
経
済
史
の
側
面
か
ら
駕
輿
丁
を
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

じ
て
い
る
豊
田
武
氏
の
論
稿
は
近
世
初
頭
ま
で
検
証
し
て
い
る
。
豊
田
氏
の
利
用
し
て
い
る
史
料
は
『
壬
生
文
書
』
『
狩
野
亨
吉
氏
蒐
集

　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
書
』
が
中
心
で
あ
る
が
、
筆
者
も
こ
れ
ら
の
史
料
を
再
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
豊
田
氏
の
検
証
に
概
ね
妥
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
、
本
稿
で
は
豊
田
氏
に
依
拠
し
て
述
べ
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
二
は
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
二
）
の
駕
輿
丁
人
数
内
訳
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
左
右
近
衛
府
・
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
衛
府
に
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
兄
部
が
お
り
、
七
名
～
一
〇
名
の
座
人
が
配
下
と
し
て
存
在
す
る
。
ま
た
、
右

数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
衛
府
に
は
沙
汰
人
も
お
り
、
そ
の
下
に
三
名
の
座
人
、
左
近
衛
府
に
は
猪
熊
座
三
〇
名
が
い
る
。
し
か
し
、

人丁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
近
衛
府
だ
け
で
な
く
、
も
と
も
と
は
そ
れ
ぞ
れ
沙
汰
人
が
い
た
模
様
で
、
天
文
年
間
の
史
料
に
は
左
近
衛

輿韓
　
　
　
　
府
に
二
名
の
沙
汰
人
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
二
名
の
沙
汰
人
は
左
近
衛
府
兄
部
の
命
令
に
背
い
た
た
め
、
壬

19

@
　
　
　
　
　
　
　
　
生
家
が
辞
任
さ
せ
て
い
る
。
豊
田
氏
は
こ
れ
ら
兄
部
と
沙
汰
人
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
兄
部
を
補
佐
す
る
も

永寛
　
　
　
　
　
　
　
　
の
」
と
し
て
沙
汰
人
を
位
置
付
け
、
兄
部
の
権
力
を
「
殆
ど
絶
対
的
な
も
の
」
と
評
し
て
い
る
が
、
一
方
で
、

コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
両
者
の
対
立
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
天
文
年
間
の
事
例
で
あ
る
が
、
兄
部
が
「
禁
裏
御
番
役
銭
」

俵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
称
し
て
呉
服
商
か
ら
役
銭
を
徴
収
し
て
、
う
ち
二
〇
〇
疋
を
年
二
回
沙
汰
人
に
支
給
し
て
い
る
と
い
う
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
主
張
す
る
に
対
し
、
沙
汰
人
は
兄
部
か
ら
独
立
し
て
座
人
か
ら
の
課
役
徴
収
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
　
寛
永
年
間
の
右
近
衛
府
に
お
け
る
兄
部
と
沙
汰
人
双
方
に
座
人
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
蹴
蒲
佐
L
や
「
絶
対
的
」
と
い
う
状
態
が
徐
・
に
変
容
し
て
い
・
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
兄
部
を
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
た
人
物
に
関
し
て
、
豊
田
氏
の
論
稿
と
他
の
史
料
か
ら
表
三
と
し
て
提
示
し
た
い
。
近
世
初
頭
以
降
、
兄

部
の
世
襲
も
多
く
見
ら
れ
た
が
、
幕
末
ま
で
兄
部
を
務
め
続
け
た
の
は
小
畑
家
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
左
近
衛
府
に
属
し
た
猪
熊
座
に
つ

い
て
、
豊
田
氏
は
長
禄
年
間
以
前
か
ら
座
と
し
て
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
い
つ
か
ら
左
近
衛
府
に
属
し
て
い
た
か
と
不
明
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
天
正
年
間
に
は
上
京
地
域
に
広
く
存
在
し
、
天
正
一
六
年
（
一
五
八
五
）
四
月
の
聚
楽
第
行
幸
で
は
三
〇
名
に
及
ん

左近衛府 兄部1名　　　　　　座人9名　　　猪熊座30名

右近衛府 兄部1名　沙汰人1名　座人8名（内3名沙汰人配下）

左兵衛府 兄部1名　　　　　　　座人10名

右兵衛府 兄部1名　　　　　　　座人7名



［表三］近世駕輿丁兄部一覧

近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

左近衛府兄部
小畑彦七
i慶長10）

小畑彦右衛門
i寛永11）

小畑数馬
i18c初頭）

小畑数馬
i天保13）

右近衛府兄部
舟木立以
i慶長10）

舟木与一郎
i寛永19）

舟木左門
i18c初頭）

大石中務
i天保13）

左兵衛兄部
近松正次
i慶長10）

一

近松斎
i18c初頭）

長濱将監
i天保13）

右兵衛兄部
虫鹿常悦
i慶長10）

一

岩井求馬
i18c初頭）

岩井靭負
i天保18＞

典拠は慶長・寛永期が豊田論文，18世紀初頭が「地下諸役記』，天保13
年が『駕輿丁大石中務参役覚書』

一
五

①
触
・
達
の
伝
達
。
次
の
史
料
は
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
九
月
七

日
条
で
あ
る
。

　
　
一
、
同
七
日
、
昼
早
く
壬
生
家
へ
参
館
致
ス
、
被
仰
渡
次
第
、
左
二

　
　
（
達
省
略
）

　
　
　
　
　
右
御
達
旨
畏
奉
候
、
則
座
人
共
江
茂
相
達
候
処
、
右
御
請
申
出
候
、
依
而
御
請

　
　
　
　
　
如
斯
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
近
府
兄
部
　
大
石
左
馬
介
　
印

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
ソ

　
　
　
　
　
官
務
殿

で
い
る
。
慶
長
年
間
に
は
猪
熊
座
の
有
力
者
が
左
近
衛
府
兄
部
を
務
め
る
べ
く
運
動
を
展
開

す
る
と
い
う
事
件
も
起
こ
っ
て
い
る
が
、
現
段
階
で
は
近
世
初
頭
の
左
近
衛
府
と
猪
熊
座
の

関
係
は
詳
述
し
得
な
い
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
こ
こ
で
は
単
に
左
近
衛
府
に
猪

熊
座
が
属
し
て
い
た
と
だ
け
評
価
し
て
お
く
。

　
次
に
、
兄
部
．
沙
汰
人
の
役
割
を
検
証
す
る
。
史
料
上
、
彼
ら
は
「
長
」
「
長
サ
」
と
記

さ
れ
、
そ
の
集
団
は
「
仲
ヶ
間
一
同
」
「
長
一
同
」
と
し
て
表
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら

の
役
割
は
大
き
く
次
の
四
点
に
大
別
で
き
る
。
①
触
・
達
の
伝
達
、
②
願
書
・
届
の
提
出
、

③
座
人
の
御
目
見
に
同
道
、
④
参
勤
す
る
座
人
の
交
名
提
出
。
こ
れ
ら
を
順
番
に
見
て
み
よ

う
o



　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
地
下
官
人
の
場
合
、
朝
廷
や
幕
府
か
ら
発
せ
ら
れ
る
触
や
達
は
最
初
に
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
今
回
の
場
合
、
官

方
地
下
官
人
を
統
轄
す
る
壬
生
家
に
伝
達
さ
れ
、
次
い
で
右
近
衛
府
兄
部
大
石
左
馬
介
に
伝
達
さ
れ
る
。
各
兄
部
・
沙
汰
人
は
配
下
の
座

人
へ
達
し
て
、
「
御
請
」
を
壬
生
家
へ
差
し
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
別
の
達
に
は
「
尤
同
役
・
史
生
・
下
司
等
江
者
、
自
上
首
無
漏
脱
可

　
　
　
　
　
ぜ

被
相
達
候
也
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
上
首
（
こ
こ
で
は
兄
部
・
沙
汰
人
）
よ
り
下
司
（
こ
こ
で
は
座
人
）
へ
の
「
漏
脱
」
な
き
伝
達
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
壬
生
家
0
兄
部
・
沙
汰
人
愈
座
人
と
い
う
よ
う
に
、
触
・
届
の
伝
達
と
請
書
提
出
を
円
滑
に
行
な
っ
て
い

る
。　

②
座
人
か
ら
の
願
書
・
届
の
受
取
、
壬
生
官
務
家
へ
の
提
出
。
次
の
史
料
は
左
兵
衛
府
駕
輿
丁
渡
辺
善
右
衛
門
か
ら
兄
部
長
濱
中
務
へ

提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
乍
恐
奉
願
口
上
書

　
　
一
、
私
義
下
立
売
西
洞
院
東
入
南
側
住
居
仕
、
左
兵
衛
府
駕
輿
丁
御
役
義
相
勤
来
り
、
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
処
此
度

　
　
　
　
釜
座
通
竹
屋
町
上
ル
升
屋
町
西
側
住
居
替
仕
候
二
付
、
先
年
居
宅
頂
戴
仕
候
御
役
御
免
除
御
札
者
奉
返
上
度
、
　
御
役
義
之
儀

　
　
　
　
者
是
迄
通
り
御
大
切
二
相
勤
申
度
、
此
段
奉
願
上
候
、
御
憐
慰
を
以
御
聞
届
ケ
被
為
成
下
候
ハ
ハ
、
難
有
仕
合
二
奉
存
候
、
右

　
　
　
　
之
趣
　
御
所
御
表
江
宜
御
沙
汰
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
慶
応
元
年
丑
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
善
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぜ

　
　
　
　
　
長
濱
中
務
殿

　
駕
輿
丁
渡
辺
善
右
衛
門
は
引
っ
越
し
に
当
た
っ
て
そ
れ
ま
で
の
住
居
の
「
御
役
御
免
除
御
札
」
を
返
上
す
る
と
連
絡
し
て
き
た
。
何
故
、

返
上
を
願
い
出
た
か
は
不
明
だ
が
、
座
人
の
渡
辺
が
願
書
を
提
出
す
る
際
、
兄
部
の
長
濱
へ
ま
ず
は
差
し
出
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。



長
濱
は
こ
の
願
書
を
受
け
て
、
壬
生
官
務
家
へ
こ
の
件
を
届
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
壬
生
家
へ
は
願
書
で
は
な
く
、
届
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
例
え
ば
、
文
久
四
年
（
一
八
六
四
）
二
月
に
兄
部
長
濱
中
務
か
ら
壬
生
官
務
に
差
し
出
さ
れ
た
「
口

上
覚
」
は
長
濱
の
「
女
か
ね
へ
町
職
相
譲
」
り
、
此
れ
ま
で
通
り
役
儀
を
勤
め
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
「
侃
此
段
御
届
奉
申
上
候
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぜ

と
あ
る
よ
う
に
、
願
書
で
は
な
い
。
座
人
の
願
書
は
あ
く
ま
で
兄
部
・
沙
汰
人
に
対
し
て
で
あ
る
。
他
の
地
下
官
人
の
場
合
も
「
下
司
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
願
書
は
「
上
首
」
に
対
す
る
も
の
で
、
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
な
ど
へ
提
出
す
る
も
の
は
届
書
で
あ
る
。
ま
た
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う

に
新
し
く
補
任
さ
れ
る
場
合
、
兄
部
・
沙
汰
人
よ
り
壬
生
家
に
願
書
を
提
出
す
る
も
の
の
、
壬
生
家
自
体
が
そ
の
座
人
に
面
会
す
る
の
は

補
任
当
日
で
あ
り
、
人
物
の
選
定
は
完
全
に
兄
部
・
沙
汰
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
③
座
人
の
御
目
見
に
同
道
。
こ
こ
で
は
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
駕
輿
丁
に
補
任
し
た
小
原
左
近
を
事
例
に
、
右
近
衛
府
兄
部
大
石

大
和
大
目
の
活
動
を
見
て
み
た
い
。
次
の
史
料
は
そ
の
時
の
様
子
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
御
目
得
之
節
壬
生
家
江
献
上
物
左
之
通
持
参
候
事

　
　
　
（
補
任
料
な
ど
省
略
）

　
　
右
御
目
得
補
任
頂
戴
之
節
持
参
、
尤
長
案
内
し
て
長
上
下
、

　
　
壬
生
家
江
罷
出
候
節
、
内
玄
関
へ
上
ル
、
案
内
二
而
、
使
者
之
問
江
至
り
候
、
長
道
同
二
而
、
殿
様
御
間
有
之
、
御
の
し
頂
戴
、
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
之
使
者
之
間
へ
相
侍
候
ハ
ハ
、
補
任
雑
掌
持
参
、
頂
戴
、
夫
よ
り
引
取
申
候
、

　
壬
生
官
務
へ
の
御
目
見
に
際
し
て
、
兄
部
大
石
大
和
大
目
と
共
に
壬
生
家
を
訪
れ
、
「
使
者
之
間
」
に
到
着
。
早
速
、
「
殿
様
」
の
い
る

と
こ
ろ
に
案
内
さ
れ
て
、
慰
斗
を
貰
い
、
ま
た
「
使
者
之
間
」
戻
っ
て
、
壬
生
家
雑
掌
か
ら
補
任
状
を
渡
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
④
参
勤
す
る
座
人
の
交
名
提
出
。
こ
こ
で
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
新
嘗
祭
を
事
例
と
し
て
検
証
し
て
み
た
い
。
一
〇
月
五
日
に
使

部
が
左
近
衛
府
兄
部
安
本
家
に
来
て
、
「
来
月
二
十
四
日
　
新
嘗
祭
未
刻
無
遅
々
可
有
参
集
候
也
」
と
告
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
一

　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

一
八

一
月
朔
日
に
「
新
嘗
祭
井
豊
明
交
名
書
官
務
家
へ
相
納
」
め
て
い
る
。
こ
れ
は
文
久
期
に
行
な
わ
れ
た
賀
茂
社
・
石
清
水
社
の
場
合
も
同

様
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
長
サ
」
と
称
さ
れ
た
兄
部
・
沙
汰
人
は
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
壬
生
官
務
と
駕
輿
丁
座
人
の
間
に
あ
っ
て
、
様
々
な

活
動
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
他
の
地
下
官
人
の
場
合
に
も
見
ら
れ
、
例
え
ば
、
内
膳
司
の
場
合
、
中
世
以
来
世
襲
で
内
膳
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
勤
め
て
い
た
濱
島
家
の
下
に
史
生
・
膳
部
と
い
う
官
人
が
お
り
、
①
や
②
な
ど
の
活
動
を
担
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
史
生
・
膳
部
の
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

等
は
濱
島
家
へ
も
た
ら
さ
れ
る
の
み
で
、
朝
廷
運
営
側
へ
は
届
書
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
地
下
官
人
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
各
兄
部
・
沙
汰
人
は
独
自
に
活
動
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
諸
事
に
対
し
て
、
連
絡
を
取
り
合
い
、
時
に
よ
っ
て
は
寄

合
を
行
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
文
久
三
年
の
賀
茂
社
行
幸
に
関
す
る
史
料
を
見
て
み
た
い
。

　
　
一
、
三
月
二
日
夜
亥
半
刻
二
壬
生
家
よ
り
直
様
参
殿
可
致
様
二
申
使
者
入
来
、
不
快
二
付
、
相
断
申
上
候
処
、
代
人
二
而
モ
不
苦
候

　
　
　
　
二
付
、
急
々
参
殿
致
候
様
被
申
候
二
付
、
代
人
相
遣
シ
候
所
、
左
之
通
被
仰
付
候
、

　
　
　
　
　
此
度
擁
夷
二
付
、
五
七
之
間
二

　
　
　
　
　
下
上
賀
茂
社
江
　
主
上
行
幸
被
為
在
候
二
付
、
駕
輿
丁
供
奉
之
者
共
重
軽
服
之
者
相
除
キ
、
其
余
清
浄
之
輩
人
数
取
調
、
近

　
　
　
　
　
年
遷
御
度
之
通
、
仮
欠
補
人
躰
急
々
取
調
、
今
晩
中
二
長
サ
一
同
へ
申
達
候
様
被
仰
付
候
二
付
、
早
々
帰
宅
致
、
何
分
深

　
　
　
　
　
更
二
も
相
成
候
へ
共
、
火
急
之
儀
二
候
間
、
早
々
一
同
へ
右
之
趣
通
達
致
候
事
、

　
　
一
、
同
三
日
昼
早
々
長
一
同
大
石
方
へ
入
来
、

　
　
（
中
略
）

　
　
一
、
同
（
四
日
）
昼
後
早
々
丸
太
町
柳
馬
場
東
へ
入
町
岡
村
座
人
高
木
東
作
殿
席
二
而
一
同
寄
合
有
之
、
不
快
二
付
、
別
家
伊
助
出

　
　
　
　
ス
、



　
此
度
仮
欠
補
段
々
取
調
、
｝
同
四
五
拾
人
斗
出
来
致
、
壬
生
家
へ
早
々
申
出
候
処
、
明
五
日
願
書
差
出
候
様
二
被
仰
付
候
事
、

　
遷
幸
度
通
り
、
一
同
藁
沓
ト
被
仰
付
候
所
、
何
分
一
時
二
相
成
候
二
付
、
精
々
吟
味
致
候
得
共
、
一
足
も
無
之
候
二
付
、
長
サ

　
者
藁
沓
、
座
人
之
向
者
乱
緒
二
取
極
り
候
事
、

、
み
の
笠
井
乱
緒
願
書
左
二
、

　
　
　
　
　
口
上
書

　
　
一
、
蓑
笠
　
　
　
　
　
八
十
四
人
前

　
　
　
　
右
拝
借
之
儀
、
奉
願
候
、

　
　
一
、
駕
輿
丁
一
同
藁
沓
相
用
可
申
候
処
、
差
掛
り
候
儀
二
付
、
用
意
難
相
整
、
長
サ
輩
之
外
座
人
之
向
俗
藁
鮭
乱
緒
相
用
申

　
　
　
　
度
候
、
此
段
奉
願
上
候
、

　
　
　
　
右
之
趣
宜
敷
御
沙
汰
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
亥
三
月

左
近
府
兄
部

右
近
府
兄
部

左
兵
衛
府
兄
部

右
兵
衛
府
兄
部

左
近
府
猪
熊
座
沙
汰
人

右
近
府
沙
汰
人

森
下
雅
楽

大
石
左
馬
介

長
濱
中
務

岩
井
治
部

岡
村
縫
殿

小
野
民
部

　
　
　
ソ

官
務
殿

近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

一
九



　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
こ
の
史
料
の
筆
者
右
近
衛
府
兄
部
大
石
左
馬
介
は
、
三
月
二
日
深
夜
、
壬
生
家
に
て
賀
茂
社
行
幸
供
奉
と
人
数
取
調
べ
が
命
じ
ら
れ
た
。

翌
日
、
兄
部
・
沙
汰
人
一
同
が
大
石
家
に
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
四
日
に
は
左
近
衛
府
猪
熊
座
（
「
岡
村
座
」
）
の
座
人
高
木
東
作
家

に
て
再
び
寄
合
を
し
、
①
「
仮
欠
補
」
の
者
に
関
す
る
願
書
、
②
座
人
は
藁
沓
の
調
達
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
乱
緒
（
1
1
草
鮭
）
に
し
た

い
と
い
う
願
書
を
差
し
出
す
こ
と
が
話
し
合
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
こ
の
よ
う
な
事
例
は
同
年
の
石
清
水
社
行
幸
の
場
合
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
三
月
一
八
日
、
壬
生
家
に
て
石
清
水
社
行
幸
の
こ
と
が
伝

達
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
「
此
度
者
遠
路
之
儀
二
付
、
矢
瀬
之
童
子
肩
相
揃
候
者
」
も
駕
輿
丁
と
し
て
勤
め
さ
せ
る
よ
う
に
と
告
げ
ら
れ
て

い
る
。
二
〇
日
に
至
り
、
兄
部
・
沙
汰
人
た
ち
は
早
速
寄
合
を
開
き
、
納
得
し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
と
に
か
く
二
一
日
に
右
近
衛
府
兄

部
大
石
左
馬
介
・
左
兵
衛
府
兄
部
長
濱
中
務
・
左
近
府
猪
熊
座
沙
汰
人
岡
村
縫
殿
が
八
瀬
村
へ
赴
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
八
瀬
村
側
の
意

見
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
矢
瀬
村
役
中
者
申
候
二
者
、
一
昨
日
四
十
人
斗
禁
中
二
而
御
請
申
上
、
又
候
今
日
罷
出
三
十
人
斗
御
請
申
上
候
、
都
合
七
拾
人
斗
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
請
申
候
二
付
、
駕
輿
丁
之
御
頼
之
儀
者
、
壱
人
も
難
出
来
候
間
、
其
儀
者
相
断
候
、

　
八
瀬
村
は
禁
中
に
対
す
る
他
の
役
負
担
の
た
め
、
駕
輿
丁
と
し
て
は
一
人
も
勤
め
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
断
り
を
告
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

八
瀬
村
は
山
林
に
依
存
し
て
い
る
村
と
言
わ
れ
る
が
、
農
繁
期
に
多
く
の
男
性
が
禁
中
に
使
役
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
は
辟
易
し
た
で
あ
ろ

う
。
さ
て
、
八
瀬
村
の
回
答
を
壬
生
家
に
伝
え
た
後
、
二
二
日
に
再
び
寄
合
が
開
催
さ
れ
る
。

　
　
右
二
付
廿
二
日
丸
太
町
高
木
席
二
而
寄
合
致
、
此
度
八
瀬
村
之
儀
者
、
此
後
例
二
も
相
成
候
而
ハ
、
已
後
駕
輿
丁
之
廉
も
無
之
候
二

　
　
付
、
八
瀬
童
子
者
相
断
、
仮
補
之
者
二
而
相
勤
候
様
二
一
同
治
定
致
、
官
局
へ
右
之
趣
申
上
候
処
、
右
之
次
第
二
而
早
々
願
書
相
認

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

　
　
メ
候
様
二
被
仰
付
、

　
兄
部
・
沙
汰
人
は
八
瀬
童
子
に
今
回
の
駕
輿
丁
を
依
頼
し
た
な
ら
ば
、
「
已
後
駕
輿
丁
之
廉
も
無
之
」
と
い
う
結
論
に
達
し
、
壬
生
家



へ
「
仮
補
之
者
」
、
す
な
わ
ち
駕
輿
丁
の
近
親
者
や
親
族
な
ど
に
よ
っ
て
勤
め
た
い
と
訴
え
て
い
る
。
壬
生
家
も
兄
部
・
沙
汰
人
の
主
張

に
納
得
し
、
早
速
願
書
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
行
幸
の
事
例
か
ら
、
兄
部
・
沙
汰
人
は
駕
輿
丁
に
と
っ
て
有
益
な
活

動
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
寄
合
な
ど
で
協
議
を
し
、
壬
生
家
に
対
し
て
様
々
な
要
求
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
本
章
最
後
に
小
括
を
し
た
い
。
近
世
の
兄
部
・
沙
汰
人
（
「
長
」
「
長
サ
」
）
の
役
割
は
大
き
く
次
の
四
点
に
大
別
で
き
る
。
①
壬
生
官

務
家
か
ら
の
触
・
達
を
座
人
へ
伝
達
す
る
こ
と
、
②
座
人
か
ら
の
願
書
・
届
を
提
出
す
る
こ
と
、
③
座
人
の
御
目
見
に
同
道
す
る
こ
と
、

④
参
勤
す
る
座
人
の
交
名
を
提
出
す
る
こ
と
。
注
目
す
べ
き
は
駕
輿
丁
座
人
か
ら
の
願
書
は
兄
部
・
沙
汰
人
宛
で
あ
り
、
統
轄
を
す
る
立

場
の
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
へ
は
届
書
な
ど
で
済
ま
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
朝
廷
儀
式
に
関
し
て
、
兄
部
・
沙
汰
人
は
壬
生

家
か
ら
命
令
に
対
し
、
円
滑
に
進
め
よ
う
と
し
て
寄
合
を
開
い
て
い
る
が
、
幕
末
の
賀
茂
・
石
清
水
行
幸
に
関
わ
る
記
述
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
朝
廷
・
壬
生
家
か
ら
の
命
令
を
従
順
に
守
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
拒
否
し
て
、
駕
輿
丁
に
と
っ
て
有
益
な
主
張
を
繰

り
広
げ
て
い
た
。

三
、
近
世
駕
輿
丁
の
存
在
形
態

　
こ
こ
で
は
、
駕
輿
丁
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

　
最
初
に
駕
輿
丁
に
は
ど
の
よ
う
な
者
が
補
任
さ
れ
た
か
を
見
て
み
よ
う
。
表
四
は
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
よ
り
、
諸
役
寄
宿
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ソ

除
に
な
っ
た
駕
輿
丁
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
四
四
名
の
駕
輿
丁
の
居
住
地
や
職
業
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。
同
様
の
傾
向
は
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

治
三
年
（
一
八
七
〇
）
九
月
改
の
「
左
近
府
駕
輿
丁
席
順
井
宿
所
書
」
を
ま
と
め
た
表
五
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
六
六
件
も
の
左
近
衛
府

駕
輿
丁
兄
部
・
座
人
の
居
住
地
・
職
業
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
駕
輿
丁
が
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ

　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



［表四］近世中期駕輿丁の諸役免除（『京都御役所向大概覚書』より）

軒数 名称 住所 職業 名前
1 駕輿丁役 新町通竹屋町下ル町 家具屋 伊藤権之丞
1 駕輿丁 一条通西洞院西江入町 両替屋 片岡甚右衛門
1 駕輿丁 東山崎町 魚屋 茨木彦兵衛
1 駕輿丁 油小路百万遍町 組屋 稲見伊織
1 駕輿丁 革堂之町 組屋 八原平左衛門
1 駕輿丁左兵衛府吏部（ママ） 堀出町 一 近松斎
1 駕輿丁 西石屋町 質屋 木原十右衛門
1 駕輿丁 伊佐町 織物屋 久松善兵衛
1 駕輿丁 伊佐町 織物屋 松井市兵衛
1 駕輿丁 筋違橋下半町 たはこや 片岡半右衛門
1 駕輿丁 筋違橋下半町 絹屋 三宅与右衛門
1 駕輿丁 戊亥町 絹屋 中瀬五郎左衛門
1 駕輿丁 戊亥町 絹屋 水谷九兵衛
1 駕輿丁 東長福寺町 帯織屋 岩井求馬
1 駕輿丁 堀川通南船橋町 蒔絵師 熊谷市兵衛
1 駕輿丁 大北小路東町 織物師 久松織部
1 駕輿丁 横大宮町 糸屋 奥野六兵衛
1 駕輿丁 油小路通浦辻町 両替屋 赤尾又兵衛
1 駕輿丁 革堂町 組屋 渡辺平八
1 駕輿丁 本妙蓮寺町 糸屋 樋口理右衛門
1 駕輿丁 西堀川下立売上ル町 絹布屋 木瀬九左衛門
1 駕輿丁左近府座人 中立売通新在家町 扇子屋 熊谷佐兵衛
1 駕輿丁 中立売東橋詰町 一 小畑数馬
1 駕輿丁 下長者町通鷹司町 一 渡辺六右衛門
1 駕輿丁 安楽小路 絹布屋 三宅三郎右衛門
1 駕輿丁 堺町通絹屋町 素麺屋 岡村勘左衛門
1 駕輿丁 新地桜町 一 近松彦兵衛
1 駕輿丁 衣棚町夷川上ル町 蒔絵師 吉川忠兵衛
1 駕輿丁 衣棚町夷川上ル町 呉服屋 岡村勘右衛門
1 駕輿丁 衣棚町夷川上ル町 両替屋 田辺七兵衛
1 駕輿丁 二条通仁王門之町 撰糸屋 長野仁右衛門
1 駕輿丁 室町通竹屋町上ル町 呉服屋 深井幸右衛門
1 駕輿丁 四条坊門本能寺南町 下絵書 山形平三郎
1 駕輿丁 白山通四条下ル町 紺屋 西嶋吉兵衛
1 駕輿丁 烏丸通手洗水町 縫物屋 八木五郎左衛門
1 駕輿丁 富小路通三条上ル町 白粉屋 神田五郎作
1 駕輿丁 綾小路通西洞院西江入町 下絵書 中瀬利左衛門
1 右近府沙汰人座人 七条出屋敷南町 青物問屋 神田弥次右衛門
1 駕輿丁 西洞院蛸薬師下ル町 茶染屋 小嶋勘右衛門
1 駕輿丁 油小路通四条上ル町 茶染屋 山中四郎右衛門
1 駕輿丁 堀川通高辻上ル町 　 下村権三郎
1 右近府沙汰人 麩屋町通松原下ル町 薬種屋 神田民弥
1 駕輿丁 油小路松原下ル町 薬種屋 神田与三
1 駕輿丁右近府座人 油小路通出水上ル大黒屋町 　 降川庄兵衛
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と
が
分
か
る
。
本
稿
冒
頭
で
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
勢
多
章
甫
は
「
駕
輿
丁
は
京
都
市
民
の
富
有
の
も
の
よ
り
願
ひ
」
と
評
価
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
か
ら
、
京
都
町
人
の
中
で
も
比
較
的
裕
福
な
商
人
・
職
人
が
勤
め
て
い
た
も
の
と
現
段
階
で
は
判
断
し
た
い
。

　
次
に
駕
輿
丁
の
補
任
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
な
わ
れ
る
の
か
を
検
証
し
た
い
。
合
わ
せ
て
、
如
何
な
る
特
権
を
獲
得
し
た
の
か
も
見
て

み
よ
う
。
野
口
家
文
書
に
は
『
御
所
左
兵
衛
府
駕
輿
丁
欠
補
願
書
井
退
役
願
書
之
控
』
と
い
う
史
料
が
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
検
証
す

華
補
任
に
当
た
・
て
・
兄
部
・
沙
汰
人
へ
願
書
を
提
出
す
る
・
無
論
・
こ
の
段
階
で
は
既
に
新
し
く
補
任
さ
れ
る
人
物
と
兄
部
゜
沙
汰

人
と
の
間
で
、
駕
輿
丁
補
任
の
契
約
が
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
口
上
書

　
　
一
、
何
通
何
町
上
ル
下
ル
東
江
入
西
江
入
何
町
二
自
宅
住
居
仕
、
何
商
売
仕
罷
在
候
、
此
度
駕
輿
丁
左
兵
衛
府
座
人
欠
補
御
役
義
相

　
　
　
　
勤
申
度
奉
存
候
、
御
用
之
節
ハ
官
名
何
誰
と
相
名
乗
候
様
被
　
仰
付
度
奉
願
上
候
、
尤
筋
目
之
義
者
、
別
紙
親
類
書
之
通
相
違

　
　
　
　
無
御
座
候
、
勿
論
当
時
何
之
掛
合
等
も
無
御
座
候
間
、
何
卒
右
願
之
通
被
為
　
仰
付
被
下
候
様
御
所
御
表
江
宜
御
沙
汰
奉
願
上

　
　
　
　
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
年
号
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
十
何
才
　
何
屋
誰
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秦
　
名
乗

　
　
　
　
　
長
濱
中
務
殿

　
史
料
か
ら
分
か
る
よ
う
に
こ
の
「
口
上
書
」
は
願
書
の
雛
形
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
願
書
と
「
親
類
書
」
を
受
け
て
、
左
兵
衛
府
兄
部

長
濱
中
務
は
壬
生
官
務
家
へ
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。
壬
生
家
で
は
早
速
補
任
と
御
目
見
の
日
程
を
決
定
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
そ
の

日
、
兄
部
に
付
き
添
わ
れ
て
壬
生
家
を
訪
れ
た
座
人
は
補
任
料
な
ど
の
「
献
上
物
」
を
差
し
出
し
、
壬
生
家
か
ら
座
人
へ
は
「
の
し
こ
ん

近
世
の
駕
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（
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［表五］左近府駕輿丁席順笄宿所書

名前 住所 補任 商売 屋号 併記（息子ヵ） 備考

安本秦秀綱 一 一 　 一 勝二秦秀輝 左近府兄部

冨田正一秦有信 知恵光院五辻上ルニ丁目西側 天保4．6．7 黒染職 冨田屋半兵衛 良之助義萬

山中文三郎秦淑養 烏丸五条下ルニ丁目西側 天保12．5．2 扇商 山田屋治兵衛 武助養武

宇都宮久四郎秦喜行 出水千本東入南側 天保13．6．28 質渡世 菱屋久四郎 一

松井利喜造秦弘秀 猪熊元誓願寺下ル東側 弘化3．5．28 金糸商 菱屋利兵衛 文造秀輝

河口二郎秦政道 東中筋松原下ル東側 弘化4．2．25 人形商 奈良屋利兵衛 勇次郎道成

林秀一秦介泰 烏丸四条上ル東側 弘化5．2．4 紅花商 青文字屋彦一 久造介利 長代二付安本ノ次二加フ

上村可一郎藤原忠一 堀川下立売上ル東側 嘉永4．10．20 表具職 表具屋新助 鎌之助忠為

大音左太郎秦徳正 堀川今出川上ル北船橋町西側 安政2．ll．23 質渡世 丸屋吉兵衛 友次郎友之

安見一郎秦孝昌 椹木小川東入南側 安政6．12．18 魚問屋 飽屋又兵衛 一

山中幸次秦正定 下立売知恵光院西入北側 文久元．12．14 造醤油 麹屋小兵衛 勝太郎博教

岡本弘七秦重昌 今出川大宮西入北側 文久元，12．14 糸商 大文字屋弥七 弥太郎昌訓

中野藤一郎秦藤重 上立売浄福寺西入南側 文久2．12．21 薬種商 一文字屋藤兵衛 松之助藤次

橋本務秦景昭 今出川寺町東入南側 元治2．1．14 太物商 若狭屋清兵衛 敬一郎景頼

川橋利作秦高政 元誓願寺堀川東入北側 元治2．1．14 造醤油 玉屋利八 利八高義

前出小兵衛秦正虎 元誓願寺千本東入南側 元治2．1．14 造酒 玉屋小兵衛 小三郎重信

駒井茂作秦秀記 今出川千恵光院東入南側 元治2．1．14 天鷲絨職 和久屋義作 英太郎 （英太郎）庚午九月御

謨凬V
岸肇秦充邦 今出川浄福寺西入南側 元治2．1．14 茶道具商 大文字屋宗六 一

福本源七秦義路 出町青龍町西側 元治2．L14 青物商 八百屋源七 一

木村宗兵衛秦尚房 出町青龍町西側 元治2．1．14 造酒 坂本屋宗兵衛 喜十郎義房

長谷川勇次秦重忠 大宮寺之内上ル四丁目若宮竪

ｬ西側
元治2．1．14 造醤油 柏屋嘉兵衛 栄次重正

増田与五六秦義直 丸太町寺町東入南側 元治2．1．14 両替渡世 越後屋与兵衛 一

辻光一郎秦安清 新町下立売下ル東側 元治2．1．14 紅板職 万屋安兵衛 一

西村半右衛門秦正直 黒門上長者町上ル東側 元治2．1．14 烏帽子職 丹波屋半右衛門 弥三郎光重

辻市三郎秦宗俊 今出川寺町東入南側 元治2．1．14 肴商 山城屋市兵衛 　



名前 住所 補任 商売 屋号 併記（息子ヵ） 備考
山本源蔵秦貞良 六角御幸町西入北側 元治2．1．14 金具商 菱屋源七 清助貞則
前出佐兵衛秦嘉告 松屋下立売上ル東側 元治2．1．14 造酒 玉屋佐兵衛 恒一郎邦果
豊田達八郎秦栄隆 寺町竹屋町下ル西側 元治2．1．14 袋物商 住吉屋菊兵衛 誠一郎賢親
堂本五一秦長義 上長者町小川東入南側 元治2．1．14 造酒 丹波屋五兵衛 一

長岡貞次秦重恒 寺町二条上ル西側 元治2．1．14 書林 鶴屋喜右衛門 喜一郎重安 東京在勤
伴茂七秦重治 出町青龍町西側 元治2．1．14 金物商 銭屋茂七 平三郎重義
川副清太郎秦延定 椹木小川東入北側 元治2．1．14 魚問屋 伊勢屋清兵衛 一

北村勝平秦利重 大宮五辻上ル東側 元治2．8．7 絹仲買 中屋庄兵衛 嘉市邦次
田中二太郎秦栄理 鳥丸四条上ル東側 慶応2．2．15 縮緬商 轡屋仁兵衛 清次郎茂啓
斎藤市平秦嘉重 元誓願寺千本東入南側 慶応2．4．17 質渡世 木屋市兵衛 市太郎国重
田村治輔秦幸信 大宮四条上ル西側 慶応2．5．28 上代更紗 土屋治助 甚之助幸正
藤原忠次郎秦舜民 烏丸五条上ル 慶応2．8．12 木綿商 鍵屋忠兵衛 一

小林栄太郎秦正恒 新町仏光寺上ル西側 慶応2．9．21 呉服商 播磨屋栄太郎 藤吉正忠
西村義左衛門秦有理 油小路中立売下ル東側 慶応2．10，18 質渡世 伏見屋儀左衛門 左平太久貞
礒田治平秦栄勝 錦小路柳馬場西入北側 慶応2．10．18 魚問屋 大津屋治兵衛 弘助敏之
奥野務頼泰 鳥丸御池上ル東側 慶応2．11．2 湯製斗職 田原屋孫三郎 幸之助頼成
井上左輔秦礼茂 六角柳馬場東入南側 慶応2．11．2 金箔商 和泉屋和助 和七重弘
福田市十郎秦祐壽 六角柳馬場東入南側 慶応2．12．27 唐物商 山田屋市十郎 　

安川九一秦直光 東洞院松原下ル東側 慶応2．12．27 油商 油屋九兵衛 弥助直定
森田武兵衛秦義達 室町三条下ル東側 慶応2．12．27 呉服商 千切屋武兵衛 善兵衛祥芳
井上善兵衛秦孝定 四条小橋西入南側 慶応3．6．17 金具商 池田屋善兵衛 新兵衛孝高
奥村蔵五郎直福 高辻東洞院東入南側 慶応3．7．28 金具商 鉄屋伊助 蔵三郎直弥
早瀬久七秦為信 麩屋町錦小路上ル東側 慶応3．7．28 呉服商 篠屋久七 虎次郎為保 補任己巳年，（虎次郎）

結檮ﾝ勤
満川雅蔵秦雅恭 日暮出水下ル西側 慶応4．2．15 呉服商 松屋勘兵衛 君蔵雅穆
小山光造秦光道 富小路錦小路上ル西側 慶応4．2．15 木綿商 枡屋友市 繁造光貞
吉田甚兵衛秦庸直 千本五辻下ル東側 慶応4．④24 質渡世 吉文字屋甚兵衛 利兵衛庸善
井上秋吉秦盛次 高辻烏丸西入南側 慶応4．7．28 米商 阪本屋善兵衛 浅次郎盛政
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二
六

菌
爵

欝
翠

議
中

蛋
訓

㎜
如

宰
叫
裂
卿
申
冶
）

轟
諦

齊
剖
鎌
獅
強
繍
観
蝶

旨
掛
蕪
罫
酬
ゆ
碧
圏
塗

漁
嗣
心
゜
鉾
一
心

珊
聾
團

糠
言
醜
瀞
獅
強

1

丑
三
田
書
繍
畑
涛

、」

m
三
計
冴
冒
ト
、
マ
圏
塗

温
郎
卜
。
°
°
。
』
N

升
諮
副

灘
㎜
湘
浬

曹
田
授
面
醗

繭
田
浸
咀
鎌
呪
詠

画
弼
澗
計
斉
碧
ト
、
マ
酬
賀
皿
圏
直

温
瀞
P
ω
．
認

茸
暑
函

肖
鳶
㎜
浸
団
番

1

田
萌
臨
叶
鋤
謎
硲

圧
習
酬
譜
習
圏
塗

温
諮
卜
。
．
ω
．
b
。
b
。

隣
藤
苗

廉
蜘
贈
仕

1

田
丹
舜
排
鷺
繍
圖
熟

加
計
田
熟
ト
、
▼
圏
塗

温
前
b
。
」
ρ
厳

畑
鶏
爵

黙
聴
剛
燕
澤

琳
ば
圓
鐸

（
咄
“
）
諮
中
》
窟
引
守
鎗
蕾
爵
鱒

鵡
酷
増
隣
翻
畑
囲

＼」

m
三
齢
三
酔
醒
ト
隆
舐
引
、
マ
圏
繭
唱
温
誌
卜
。
」
ρ
漣

論
難
鐸

畑
油
㎜
酔
母

1

謹
甫
糸
窟
引
守
醤
窟
爵
働

團
田
蜘
漁
職
繍
咄
H

田
颯
匹
呉
唄
、
マ
圏
塗

温
諮
N
」
一
」
°
。

診
苗
謝

齢
蜘
畑
沖
強

1

誹
宙
糸
含
引
曹
浦
蕾
瞬
鱒

田
細
晦
寄
繍
咄
醐

叫
＼
」
ノ
齪
田
櫛
ト
、
▼
紐
塗

温
毒
卜
。
」
N
」
卜
。

加
鶏
劃

製
畑
岡
“
漏
強

1

誹
中
》
密
訓
守
浦
硲
瞬
働

E
田
計
聖
知
識
繍
詠
罫
醤
颯
濠
醗
4
酔
冴
旨
、
マ

温
謎
卜
。
°
一
b
。
』
ω

漉
溝
畦

田
単
剛
計
雪
沖
強

1

毒
宙
光
窟
引
守
鎗
督
疇
酷

酬
E
蜘
群
糖
囎
蝋

圧
碧
酬
叫
㎜
冒
圏
塗

囲
酪
゜
。
』
」
b
。

甜
書
岡

卦
蜘
如
知
強

1

毒
中
悌
密
引
寸
浦
硲
圏
働

酵
田
翼
升
雪
繍
薗
柚

轍
月
田
栽
旨
、
マ
囲
塗

温
酪
゜
。
b
°
①

渦
鶏
蟄

草
㎜
“
酎
強
謡

1

書
中
光
蕾
引
鳶
捕
魯
瞬
融

勢
漫
蟄
国
要
繍
爵
副

財
藍
繭
銚
習
ト
、
マ
矧
塗

温
酪
ω
．
⑪
゜
①

戴
＼
爵

釦
首
剛
済
田
聖

1

蕊
雷
滞
轡
例
守
浦
窟
瞬
融

弾
已
咄
潭
繍
圃
油

計
冴
澗
蕪
澗
圏
〉
副
塗

温
郎
ω
゜
㊤
」
①

咄
導

灘
剛
咄
蛭

1

茜
繭
滞
密
司
守
浦
硲
瞬
蔭

啓
田
嵜
冴
書
繍
蘇
知

醤
姻
醗
蝋
－
』
晋
葭
弼
賃

甥
郎
ω
」
一
』
㎝

鳶
函

誉
田
蜘
創
留
獅
職

1

毒
中
挑
宙
引
守
鎗
奮
瞬
醸

温
謎
゜
。
抽
⑩
面
繋
「
酎
商
漸
綿
溜
H
墨
温
塁
齪
烈
咄
」
（
『
紺
趣
H
叫
四
田
』
圖
隣
態
単
謁
礪
輩
留
烈
E
嬉
圖
弧
雲
翻
趣
H
浸
磯
口
）

ぶ
」
と
補
任
状
が
渡
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
補
任
状
頂
戴
の
後
、
座
人
は
長
濱
へ
「
御
免
除
札
・
非
常
札
・
御
燈
灯
願
書
」
を
提
出
し

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
奉
願
口
上
書

　
　
一
、
此
度
私
義
駕
輿
丁
左
兵
衛
府
座
人
欠
補
　
御
役
義
願
之
通
被
為
仰
付
、
難
有
奉
存
候
、
然
ル
上
者
　
御
用
之
節
無
遅
滞
参
勤
仕
、

　
　
　
　
御
下
知
を
請
、
　
御
役
義
無
由
断
大
切
二
相
勤
可
奉
申
上
候
、
勿
論
私
用
申
立
、
自
由
ヶ
間
敷
義
一
切
仕
間
敷
候
、
依
之
自
宅

　
　
　
　
江
諸
役
　
御
免
除
御
札
井
非
常
御
鑑
札
頂
戴
仕
度
奉
願
上
候
、
尤
町
内
何
之
差
構
無
御
座
候
問
、
何
卒
右
願
之
通
被
為
　
仰
付

　
　
　
　
候
様
　
御
所
御
表
江
宜
御
沙
汰
奉
願
上
候
、
以
上
、



年
号
月
日

何
誰
　
印

長
濱
中
務
殿

　
　
　
　
　
　
奉
願
口
上
書

　
　
一
、
私
義
何
通
何
町
上
ル
下
ル
東
入
西
へ
入
何
町
二
自
宅
住
居
仕
居
候
処
、
此
度
駕
輿
丁
左
兵
衛
府
兄
部
座
人
欠
補
　
御
役
義
願
之

　
　
　
　
通
被
為
　
仰
付
難
有
奉
存
候
、
自
今
　
御
用
之
節
、
非
常
旅
行
之
節
、
帯
刀
仕
候
二
付
、
此
段
御
届
ヶ
奉
申
上
候
、
尤
　
菊
一

　
　
　
　
御
紋
付
高
張
燈
灯
壱
張
．
箱
燈
灯
壱
張
・
弓
張
燈
灯
壱
張
、
右
三
張
被
下
置
候
様
、
何
卒
如
先
規
被
為
　
仰
付
候
様
、
　
御
所

　
　
　
　
御
表
へ
宜
御
沙
汰
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
年
号
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
誰
　
印

　
　
　
　
　
長
濱
中
務
殿

　
こ
の
二
通
の
願
書
か
ら
、
諸
役
免
除
札
と
非
常
鑑
札
、
堤
燈
三
張
を
下
さ
れ
る
よ
う
、
兄
部
長
濱
中
務
へ
願
い
出
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
な
お
、
「
御
用
之
節
、
非
常
旅
行
之
節
」
の
帯
刀
に
関
し
て
は
届
で
済
ま
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
御
所
に
て
諸
役
免
除
札
と
非
常
鑑

札
を
口
向
役
人
よ
り
貰
い
受
け
て
、
漸
く
補
任
に
関
わ
る
一
連
の
作
業
が
終
了
と
な
る
。
補
任
し
た
座
人
は
表
六
の
よ
う
な
多
額
の
費
用

を
支
払
い
、
そ
の
後
も
毎
年
様
々
な
入
用
が
あ
っ
た
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
駕
輿
丁
の
身
分
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
近
衛
府
兄
部
大
石
家
に
伝
来
し
た
御
用
留
の
写
し
と
評
価

　
　
　
　
　

さ
れ
る
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
一
二
月
条
で
は
、
「
例
年
之
通
宗
門
帳
壬
生
家
へ
差
上
候
事
」
と
記
さ
れ
て
お

近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

二
七



近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

二
八

樋
、
少
な
く
と
も
兄
部
・
沙
汰
人
の
宗
門
帳
が
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
た
る
壬
生
家
へ
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
前
章

で
少
々
触
れ
た
左
兵
衛
府
兄
部
長
濱
中
務
が
町
奉
行
所
へ
提
出
し
た
願
書
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
乍
恐
口
上
書

　
　
一
、
私
義
呉
服
商
売
仕
、
　
御
所
左
兵
衛
府
兄
部
役
相
勤
、
右
御
役
儀
二
付
、
長
濱
中
務
与
相
名
乗
、
御
用
井
非
常
旅
行
之
節
、
帯

　
　
　
　
刀
仕
、
居
宅
家
屋
敷
壱
軒
役
諸
役
御
免
除
御
札
頂
戴
仕
罷
在
候
処
、
此
度
商
体
向
者
、
娘
か
ね
江
譲
り
渡
、
私
義
町
職
相
離
れ

　
　
　
　
候
二
付
、
長
濱
中
務
与
相
名
乗
、
常
帯
刀
可
仕
旨
、
御
所
御
役
人
中
よ
り
被
仰
渡
候
二
付
、
御
請
申
上
度
、
此
段
奉
伺
候
、

　
　
　
　
尤
何
之
懸
り
合
等
無
御
座
候
問
、
何
卒
右
之
趣
御
聞
届
被
成
下
候
ハ
ハ
、
難
有
可
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
文
久
四
年
子
二
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
油
小
路
四
条
上
ル
町
金
屋
安
兵
衛
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
連
印
年
寄
・
五
人
組
な
ど
）
三
名
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
　
　
　
御
奉
行
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
こ
の
一
件
に
関
連
し
た
史
料
は
、
既
に
帯
刀
人
研
究
の
一
環
と
し
て
熊
谷
光
子
氏
が
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
駕
輿
丁
の
身
分
と
い

う
点
に
注
目
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
さ
て
、
こ
の
史
料
は
、
呉
服
商
金
屋
安
兵
衛
は
長
濱
中
務
と
名
乗
っ
て
左
兵
衛
府
兄
部
を
勤
め
て

い
た
が
、
こ
の
度
、
商
売
を
娘
か
ね
に
譲
っ
て
「
町
職
」
を
離
れ
た
の
で
、
兄
部
長
濱
中
務
と
し
て
常
帯
刀
を
し
た
い
と
い
う
伺
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
次
の
二
点
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
彼
は
呉
服
商
金
屋
安
兵
衛
と
左
兵
衛
府
兄
部
長
濱
中
務
と
い
う
名
の
ふ
た

つ
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
既
に
拙
稿
で
内
膳
司
史
生
の
「
壱
人
弐
名
」
を
明
ら
か
に
し
、
「
場
の
相
違
に
よ
る
身
分
の
移
動
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
長
濱
中
務
の
場
合
も
同
様
の
事
例
と
言
え
よ
う
。
第
二
に
、
「
町
職
」
を
離
れ
た
後
、
長
濱
中
務
と
し
て
常

帯
刀
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
彼
は
町
人
身
分
の
金
屋
安
兵
衛
で
は
な
く
、
常
帯
刀
を
す
る
地
下
官
人
と
し
て
奉
行
所
か
ら
は



近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

九

［表六］入用一覧

入用項目 内容 金額

御目得 金100疋

補任 金200疋

御肴 金2朱
補任・御目見

雑掌 銀1両

侍3人 銀3匁ずつ

男1人 銭200文

内侍所へ御扇子料 一 銀2匁

同■ 　 銀2匁

御免除御札御挨拶 金100疋

御免除御札 雑掌 銀1両

侍3人 銀3匁ずつ

挨拶 金3両右御役義無滞相済

�縺A長江挨拶 ．肴料 金2朱

年頭・八朔扇子料官務殿

ﾖ年二両度暑寒兼帯
銀3匁ずつ

定例入用
内侍所へ年頭・八朔年二

ｼ度
銀2匁

長へ扇子料、年頭・八朔

N二両度 銀4匁3分

京都市歴史資料館蔵野口安左衛門家文書写真帳C－53より

い
う
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ

れ
と
同
様
の
形
態
が
駕
輿
丁
で
確
認

で
き
る
か
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。

管
見
の
限
り
、
駕
輿
丁
同
士
の
金
銭

授
受
に
よ
っ
て
、
座
人
が
替
わ
る
事

例
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
既

述
の
野
口
家
文
書
『
御
所
左
兵
衛
府

駕
輿
丁
欠
補
願
書
井
退
役
願
書
之

控
』
に
は
「
座
人
御
役
義
外
方
へ
譲

り
候
節
、
長
へ
取
置
案
文
」
と
し
て

次
の
願
書
雛
形
を
提
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
乍
恐
奉
願
口
上

　
　
一
、
私
義
左
兵
衛
府
兄
部
座
人

認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
町
方
の
人
別
か
ら
外
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
管
見
の
限
り
で
は
、
座
人
は
苗
字
を
名
乗
っ
て
い
る

も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
。

　
次
に
駕
輿
丁
の
相
続
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
こ
れ
は
駕
輿
丁
が
親
子
間
で
相
続
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
他
家
の
者
が
駕
輿
丁
を
継

ぐ
こ
と
と
な
る
の
か
と
い
う
点
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
拙
稿
で
地
下
官
人
の
う
ち
史
生
な
ど
は
系
譜
上
親
子
関
係
で
あ
る
が
、
実
際
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他
人
へ
「
地
下
官
人
株
」
を
譲
る
と



　
　
　
　
御
役
義
相
勤
来
り
候
処
、
近
年
病
気
罷
成
、
御
大
切
之
非
常
　
御
用
等
難
相
勤
候
二
付
、
退
役
仕
、
従
弟
何
通
何
町
上
ル
下
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

　
　
　
　
東
江
入
西
江
入
何
町
何
誰
と
申
者
へ
御
役
義
相
続
為
仕
度
奉
願
上
候
間
、
（
後
略
）

　
こ
の
史
料
か
ら
「
外
方
」
へ
の
相
続
は
「
従
弟
」
へ
の
相
続
と
し
て
願
書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
ま
た
、
文
久
の
石
清

水
行
幸
の
時
、
大
量
に
「
仮
欠
補
」
と
し
て
増
員
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、
右
近
衛
府
駕
輿
丁
仮
欠
補
と
し
て
認
め
ら
れ
た
人
物
が

表
七
で
あ
る
。
記
さ
れ
て
い
る
順
番
ご
と
に
記
し
た
が
、
二
八
名
中
一
人
の
み
「
舎
弟
」
（
3
栗
原
市
兵
衛
）
で
あ
る
こ
と
を
除
い
て
全

て
「
従
弟
」
で
あ
る
。
石
清
水
行
幸
と
い
う
非
常
事
態
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
多
く
の
仮
欠
補
の
者
が
「
従
弟
」
と
し
て
の
相
続
、

す
な
わ
ち
「
外
方
」
よ
り
の
相
続
で
あ
り
、
こ
れ
は
駕
輿
丁
の
相
続
形
態
を
想
起
す
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
「
外
方
」
へ
駕
輿
丁
を
譲

る
こ
と
が
集
団
内
で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
願
書
雛
形
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
外
方
」
相
続
が
多
か
っ
た
も
の
と
判
断
し
た
い
。

　
次
に
駕
輿
丁
補
任
時
の
請
書
か
ら
、
彼
ら
の
活
動
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か
を
見
て
み
た
い
。
次
の
史
料
は
補
任
後
、
「
長

［表七］石清水行幸時右近衛府仮欠補

仮欠補名 関係者・続柄

1 長谷川源三郎 内藤兵部従弟

2 加藤荘七 内藤兵部従弟

3 栗原市兵衛 栗原吉兵衛舎弟

4 中村藤七 栗原吉兵衛従弟

5 津田喜兵衛 西羽主水従弟

6 九里儀助 西羽主水従弟

7 廣田善次郎 西羽主水従弟

8 湯浅喜之助 西羽主水従弟

9 内藤重助 西羽主水従弟

10 中西嘉兵衛 西羽主水従弟

11 池田友七 西羽主水従弟

12 宮本五兵衛 西羽主水従弟

13 平井萬兵衛 西羽主水従弟

14 堀池栄次郎 西羽主水従弟

15 飯田新七 大石左馬介従弟

16 八木九兵衛 大石左馬介従弟

17 前田治助 大石左馬介従弟

18 田中傳七 大石左馬介従弟

19 毛利長七 大石左馬介従弟

20 川合清兵衛 大石左馬介従弟

21 瀧井友七 大石左馬介従弟

22 吉川伊助 大石左馬介従弟

23 中澤七兵衛 竹岡主計従弟

24 三ッ橋太兵衛 竹岡主計従弟

25 福田兵七 竹岡主計従弟

26 武田専助 竹岡主計従弟

27 大塚七郎兵衛 内藤兵部従弟

28 山中竹之助 内藤兵部従弟

『駕輿丁御用控」（国文学研究資料館蔵

駕輿丁文書五）文久三年四月三日条。

番号は記載順。

近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
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方
二
而
調
印
致
候
写
」
の
「
御
請
書
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
御
請
書

　
　
一
、
例
年
　
新
嘗
祭
前
・
当
日
清
浄
専
一
二
可
仕
候
、
於
庭
上
者
万
事
相
慎
可
申
事
、

　
　
一
、
御
所
辺
四
町
四
方
非
常
之
節
、
早
速
内
侍
所
江
馳
参
、
着
至
二
相
附
可
申
事
、

　
　
一
、
御
用
之
節
、
私
用
等
堅
申
間
敷
事
、

　
　
一
、
御
紋
附
御
燈
灯
等
私
用
二
相
用
申
間
敷
事
、

　
　
一
、
年
頭
・
八
朔
・
暑
寒
相
伺
候
儀
、
解
怠
仕
間
敷
事
、

　
　
一
、
旅
行
之
節
者
、
願
書
差
出
、
御
差
図
二
随
ひ
可
申
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
一
、
忌
服
触
稼
有
之
候
節
者
、
早
速
書
附
を
以
御
届
可
申
出
事
、

　
こ
の
史
料
か
ら
、
駕
輿
丁
に
は
次
の
よ
う
な
事
項
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
①
新
嘗
祭
参
勤
に
当
た
っ
て
「
清
浄
」
で
、

当
日
の
庭
上
で
は
慎
ん
で
い
る
こ
と
、
②
非
常
時
は
内
侍
所
へ
参
上
す
る
こ
と
、
③
御
用
時
は
私
用
を
言
っ
た
り
し
な
い
こ
と
、
④
堤
燈

を
私
用
し
な
い
こ
と
、
⑤
年
頭
．
八
朔
・
暑
寒
の
御
礼
は
必
ず
勤
め
る
こ
と
、
⑥
旅
行
時
に
は
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
、
⑦
「
忌
服
触

稜
」
の
者
は
早
く
届
を
提
出
す
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
第
一
条
・
第
七
条
で
「
清
浄
」
が
求
め
ら
れ
、
御
用
や
「
御
紋
附
御
燈
灯
」
が
重
視

さ
れ
て
い
る
。
駕
輿
丁
と
い
う
職
の
厳
し
さ
が
窺
え
る
が
、
現
実
は
多
く
の
問
題
が
発
生
し
て
い
た
。
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
頃
と
思

わ
れ
る
「
官
務
殿
よ
り
被
仰
渡
候
趣
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
一
、
近
来
例
年
駕
輿
丁
兎
角
御
用
之
節
、
庭
上
二
而
心
得
違
等
有
之
候
よ
し
相
き
こ
へ
候
二
付
、
此
度
急
度
相
改
、
心
得
違
無
之
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
駕
輿
丁
之
者
へ
可
申
聞
様
被
仰
付
、
（
後
略
）

　
こ
の
史
料
か
ら
、
一
部
の
駕
輿
丁
が
庭
上
に
て
心
得
違
い
の
こ
と
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
こ
の

近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

＝
＝



近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

三
二

時
期
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
し
、
駕
輿
丁
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
多
く
の
地
下
官
人
に
見
ら
れ
た
。
次
の
史
料
は
「
新

嘗
祭
二
付
、
文
政
七
甲
申
年
十
一
月
十
五
日
御
庭
二
而
之
御
触
」
で
あ
る
。

　
　
近
年
新
嘗
祭
参
勤
諸
司
之
輩
、
称
見
舞
、
不
用
之
人
々
着
如
形
小
忌
杯
、
御
場
所
俳
徊
、
既
昨
年
　
行
幸
中
狼
籍
之
儀
有
之
、
剰

　
　
行
幸
・
　
還
幸
等
内
侍
通
行
之
節
、
防
其
道
筋
之
輩
有
之
由
、
東
西
舎
於
所
役
諸
司
等
茂
、
其
役
相
済
候
者
、
速
引
退
中
和
門
外
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ね

　
　
西
火
炬
屋
辺
可
屯
、
無
用
之
人
々
一
切
従
慢
外
不
可
窺
見
、
自
今
以
後
如
寛
政
三
年
度
御
定
謹
慎
可
為
神
妙
、
（
後
略
）

　
新
嘗
祭
に
て
「
参
勤
諸
司
之
輩
」
、
す
な
わ
ち
地
下
官
人
が
あ
ち
こ
ち
と
俳
徊
し
、
行
幸
中
に
狼
籍
を
起
こ
す
よ
う
な
事
態
に
ま
で
至

っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
如
寛
政
三
年
度
御
定
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
以
前
に
も
起
こ
り
、
そ
の
時
に

も
「
御
定
」
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
は
、
「
御
大
切
之
　
御
用
前
酒
宴
を
催
候
段
、
堅
仕
間
敷
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

御
用
相
済
候
迄
、
急
度
相
慎
御
用
相
勤
候
様
」
と
い
う
請
書
を
差
し
出
し
て
お
り
、
駕
輿
丁
に
と
っ
て
は
、
厳
粛
な
儀
式
と
い
う
よ
り
、

年
に
一
度
の
所
謂
「
お
祭
り
騒
ぎ
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
章
最
後
に
小
括
を
し
た
い
。
駕
輿
丁
は
様
々
な
商
売
を
行
な
っ
て
い
る
京
都
の
町
人
身
分
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
。
現
段
階
で

は
、
彼
ら
が
富
裕
層
で
あ
る
と
い
う
勢
多
章
甫
の
理
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
、
兄
部
・
沙
汰
人
は
身
分
的
に
「
壱
人
弐
名
」
、

す
な
わ
ち
町
人
身
分
と
し
て
の
名
と
地
下
官
人
と
し
て
の
名
の
ふ
た
つ
を
持
っ
て
い
て
、
役
負
担
の
場
に
よ
っ
て
、
名
前
を
使
い
分
け
て

い
た
。
嵐
た
、
駕
輿
丁
の
相
続
は
親
子
相
続
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
「
外
方
」
へ
の
相
続
、
他
人
へ
駕
輿
丁
を
譲
る
こ
と
も
多
く
、

そ
の
場
合
、
「
従
弟
」
の
扱
い
で
願
書
・
届
が
朝
廷
へ
提
出
さ
れ
た
。
駕
輿
丁
に
補
任
さ
れ
た
者
は
多
額
の
金
銭
と
引
き
換
え
に
、
諸
役

免
除
・
帯
刀
・
提
灯
を
得
て
い
る
。
一
方
、
駕
輿
丁
が
朝
廷
儀
式
中
に
問
題
を
起
こ
す
こ
と
も
多
く
、
し
ば
し
ば
触
や
「
御
定
」
が
出
さ

れ
た
。



論
点
整
理

本
稿
最
後
に
論
点
の
整
理
を
行
な
う
。

い
。

冒
頭
に
三
点
に
分
け
て
課
題
を
設
定
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
順
番
に
整
理
を
行
な
い
た

　
①
近
世
駕
輿
丁
の
役
割
に
つ
い
て
。
駕
輿
丁
は
天
皇
・
皇
族
の
移
動
に
際
し
鳳
輩
を
担
ぐ
役
を
担
っ
た
。
近
世
初
頭
以
降
、
天
皇
・
皇

族
の
移
動
が
制
限
さ
れ
る
と
駕
輿
丁
の
職
務
は
有
名
無
実
化
し
た
。
し
か
し
、
近
世
後
期
に
至
っ
て
新
嘗
祭
が
神
嘉
殿
で
行
な
わ
れ
る
と
、

移
動
の
た
め
駕
輿
丁
の
必
要
性
が
生
じ
た
。
ま
た
、
兄
部
・
沙
汰
人
の
場
合
、
新
嘗
祭
だ
け
で
な
く
、
「
鉾
請
取
役
」
と
し
て
の
節
会
参

勤
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
下
行
は
兄
部
・
沙
汰
人
に
渡
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
座
人
へ
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
座
人
の
下
行
は
微
々
た
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　
②
近
世
駕
輿
丁
の
組
織
に
つ
い
て
。
官
方
地
下
官
人
と
し
て
、
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
の
統
轄
を
受
け
た
駕
輿
丁
。
そ
の
駕
輿
丁
の

「
長
」
ま
た
は
「
長
サ
」
と
称
さ
れ
た
の
が
兄
部
・
沙
汰
人
で
あ
る
。
彼
ら
の
役
割
は
大
き
く
次
の
四
点
に
大
別
で
き
る
。
第
一
に
壬
生

家
か
ら
の
触
・
達
を
統
轄
す
る
座
人
へ
伝
達
す
る
こ
と
。
第
二
に
座
人
か
ら
の
願
書
・
届
を
壬
生
家
へ
提
出
す
る
こ
と
。
第
三
に
座
人
の

御
目
見
に
同
道
す
る
こ
と
。
第
四
に
参
勤
す
る
座
人
の
交
名
を
壬
生
家
へ
提
出
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
座
人
か
ら
の
願
書
は
兄
部
・
沙
汰

人
宛
で
あ
り
、
壬
生
家
へ
は
届
書
な
ど
で
済
ま
さ
れ
て
い
た
。
新
補
任
に
つ
い
て
も
、
壬
生
家
が
そ
の
座
人
に
会
う
の
は
補
任
当
日
で
あ

り
、
駕
輿
丁
の
進
退
は
兄
部
・
沙
汰
人
が
負
っ
て
い
た
。
ま
た
、
朝
廷
儀
式
に
関
し
て
、
兄
部
・
沙
汰
人
は
壬
生
家
か
ら
の
命
令
に
対
し
、

寄
合
を
開
い
て
円
滑
に
進
め
よ
う
と
す
る
が
、
命
令
を
従
順
に
守
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
拒
否
し
て
、
駕
輿
丁
に
と
っ
て
有

益
に
な
る
よ
う
主
張
を
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
③
近
世
駕
輿
丁
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
。
駕
輿
丁
は
京
都
の
町
人
身
分
と
し
て
様
々
な
商
売
を
行
な
っ
て
い
た
。
兄
部
・
沙
汰
人
は
町

人
身
分
と
し
て
の
名
と
地
下
官
人
と
し
て
の
名
の
ふ
た
つ
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
駕
輿
丁
の
相
続
は
親
子
相
続
だ
け
で
な
く
、
他
人
へ

駕
輿
丁
を
譲
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
他
の
末
端
地
下
官
人
（
史
生
の
よ
う
な
類
。
史
料
上
で
は
「
下
司
」
な
ど
と
し
て
表
れ
る
存
在
）
が

「
地
下
官
人
株
」
と
し
て
、
売
買
し
て
い
る
事
例
と
類
似
で
あ
る
。
駕
輿
丁
に
補
任
さ
れ
た
者
は
諸
役
免
除
・
帯
刀
・
提
灯
を
得
て
い
る
。

　
以
上
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
地
下
官
人
研
究
上
、
重
要
な
次
の
二
点
に
つ
い
て
、
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
前

　
れ
　

稿
で
論
じ
た
点
を
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
駕
輿
丁
座
人
は
誰
で
も
補
任
さ
れ
た
と
い
う
点
。
こ
れ
は
前
稿
で
内
膳
司
史
生
・
膳
部
の
事
例
を
挙
げ
て
同
様
の
結
論
を
出

し
た
が
、
駕
輿
丁
座
人
に
関
し
て
も
、
朝
廷
は
勿
論
、
壬
生
家
や
兄
部
・
沙
汰
人
で
す
ら
、
十
分
な
身
元
調
査
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
そ

し
て
、
人
数
が
欠
け
た
場
合
や
大
規
模
な
行
幸
が
行
な
わ
れ
る
場
合
な
ど
は
即
座
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
座
人
同
士
が
一

定
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
な
く
て
は
成
し
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
六
月
条
の
『
駕
輿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

丁
諸
用
留
』
に
、
「
去
子
年
春
已
来
よ
り
非
常
提
灯
之
儀
、
馬
乗
提
灯
二
致
呉
候
様
、
座
人
よ
り
再
三
懇
願
」
が
さ
れ
た
。
こ
の
願
は
壬

生
家
に
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
行
動
を
単
独
で
行
な
い
、
認
め
ら
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
兄
部
・
沙
汰
人
が
寄
合
を
し
て
い
た

の
と
同
様
、
座
人
同
士
も
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
駕
輿
丁
は
様
々
な
商
売
・
様
々
な
町
の
者
で

あ
る
の
だ
か
ら
、
複
層
的
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
関
係
が
駕
輿
丁
の
再
生
産
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
前
稿
で
も
同
様
で
あ
り
、
地
下
官
人
集
団
の
末
端
全
体
が
斯
く
の
如
き
関
係
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
第
二
に
、
駕
輿
丁
に
補
任
さ
れ
よ
う
と
す
る
者
の
意
識
に
つ
い
て
。
前
稿
で
は
、
地
下
官
人
と
な
る
こ
と
で
地
域
社
会
に
一
定
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
駕
輿
丁
の
場
合
、
諸
役
免
除
な
ど
の
特
権
を
得
る
こ
と
自
体
大
き
な
意
味
で
あ
る
が
、
し

ば
し
ば
素
行
の
悪
い
駕
輿
丁
に
対
す
る
触
や
「
御
定
」
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
駕
輿
丁
に
な
ろ
う
と
す
る
多
様
な
志
向
性
を



考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
彼
ら
の
意
識
は
天
皇
を
畏
敬
の
対
象
と
し
た
り
、
狂
信
的
な
尊
皇
主
義
と
い
う
よ
り
、
祭
・
興
味
・
娯
楽
と

い
う
意
識
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
最
後
に
課
題
を
提
示
し
た
い
。
近
世
朝
廷
及
び
朝
幕
関
係
史
研
究
に
お
け
る
地
下
官
人
の
位
置
付
け
は
、
近
年
の
研
究
蓄
積
に
よ
っ
て
、

あ
る
種
の
到
達
点
に
達
し
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
（
無
論
、
検
討
課
題
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
）
。
本
稿
冒
頭
で
も
述
べ

た
よ
う
に
、
駕
輿
丁
を
は
じ
め
、
近
世
地
下
官
人
研
究
は
京
都
の
流
通
・
都
市
・
村
を
検
討
す
る
上
で
、
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
京
都
の

様
々
な
共
同
体
や
社
会
集
団
は
多
く
の
地
下
官
人
を
内
包
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
故
に
、
筆
者
の
地
下
官
人
研
究
を
都
市
史
研
究
の
側

面
と
絡
め
て
、
今
後
は
近
世
史
に
お
け
る
京
都
の
位
置
付
け
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
つ
つ
、
本
稿
を
欄
筆
す
る
。

注
（
1
）
　
『
国
史
大
辞
典
』
三
巻
六
三
八
頁
「
駕
輿
丁
」
項
、
同
書
七
巻
六
一
頁
「
四
府
駕
輿
丁
」
項
。

（
2
）
　
豊
田
武
「
四
府
駕
輿
丁
」
（
『
豊
田
武
著
作
集
　
一
　
座
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）
。

（
3
）
　
勢
多
章
甫
『
思
ひ
の
儘
の
記
』
（
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
一
三
、
吉
川
弘
文
館
）
八
〇
頁
。

（
4
）
　
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
組
織
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
科
学
と
教
育
』
二
二
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
「
近

　
　
世
地
下
官
人
の
組
織
と
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
」
（
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
五
一
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
5
）
　
熊
谷
光
子
「
帯
刀
人
と
畿
内
町
奉
行
所
支
配
」
（
『
身
分
的
周
縁
』
部
落
問
題
研
究
所
出
版
部
、
一
九
九
四
年
）
。

（
6
）
　
梅
田
千
尋
「
近
世
宮
中
行
事
と
陰
陽
師
大
黒
松
大
夫
ー
朝
廷
周
辺
社
会
の
構
造
転
換
1
」
（
『
日
本
史
研
究
』
四
八
一
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
7
）
　
目
録
・
解
題
に
つ
い
て
は
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
6
8
集
　
山
城
国
諸
家
文
書
目
録
（
そ
の
二
）
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
、
一
九
九
九
年
）

　
　
九
頁
～
＝
二
頁
。

（
8
）
　
目
録
・
解
題
に
つ
い
て
は
『
史
料
京
都
の
歴
史
　
第
9
巻
　
中
京
区
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
五
年
）
＝
○
頁
及
び
一
一
四
頁
～
一
一
五
頁
。

（
9
）
　
以
下
、
註
7
及
び
註
8
を
参
考
に
し
た
。

（
1
0
）
　
『
地
下
家
伝
』
上
（
自
治
日
報
社
、
一
九
六
八
年
）
三
四
九
頁
。

近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

三
五



近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

三
六

（
1
1
）
　
近
世
地
下
官
人
の
下
行
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
の
収
入
に
つ
い
て
ー
知
行
と
下
行
1
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
五
四
、

　
　
二
〇
〇
四
年
）
。

（
1
2
）
　
『
駕
輿
丁
記
事
』
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
山
城
国
京
都
駕
輿
丁
文
書
二
）

（
1
3
）
　
『
地
下
諸
役
記
』
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
一
四
六
－
七
一
一
）

（
1
4
）
　
高
埜
利
彦
「
江
戸
時
代
の
神
社
制
度
」
（
『
日
本
の
時
代
史
　
1
5
　
元
禄
の
社
会
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
。

（
1
5
）
　
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
山
城
国
京
都
駕
輿
丁
文
書
三
）
。

（
1
6
）
　
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
山
城
国
京
都
駕
輿
丁
文
書
四
）
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
一
二
月
条
。

（
1
7
）
　
前
掲
註
1
5
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
。

（
1
8
）
　
日
華
門
外
で
、
宜
陽
殿
の
東
側
に
当
た
る
。

（
1
9
）
　
江
間
務
『
新
修
有
職
故
実
』
（
星
野
書
店
、
第
四
版
一
九
三
二
年
）
六
二
頁
。

（
2
0
）
　
前
掲
註
1
5
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
。

（
2
1
）
　
関
根
正
直
・
加
藤
貞
次
郎
『
改
訂
有
職
故
実
辞
典
』
三
〇
頁
「
荒
染
・
退
紅
」
項
。

（
2
2
）
　
前
掲
註
2
1
『
改
訂
有
職
故
実
辞
典
』
八
〇
頁
「
禰
福
」
項
。

（
2
3
）
　
『
諸
司
御
下
行
記
』
（
無
窮
会
神
習
文
庫
蔵
四
五
一
七
）
。
な
お
、
こ
の
史
料
は
中
御
門
天
皇
即
位
礼
・
元
服
の
下
行
に
つ
い
て
記
し
て
お
り
、
宝

　
　
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
以
降
に
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
註
1
1
参
照
。

（
2
4
）
　
『
節
会
井
祭
事
御
下
行
帳
』
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
一
四
四
－
四
三
一
）
。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
新
嘗
祭
注
進
状
な
ど
が
記
載
さ
れ

　
　
て
い
る
。
前
掲
註
1
1
参
照
。

（
2
5
）
　
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
D
ニ
ー
一
九
。

（
2
6
）
　
前
掲
註
1
6
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
文
久
三
年
（
一
九
六
三
）
二
月
＝
二
日
条
及
び
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
一
二
月
条
。

（
2
7
）
　
元
日
節
会
で
は
「
鉾
請
取
役
」
と
の
み
見
え
る
。

（
2
8
）
　
前
掲
註
1
3
『
地
下
諸
役
記
』
。

（
2
9
）
詳
細
は
不
明
。
な
お
、
前
掲
註
1
3
『
地
下
諸
役
記
』
に
は
、
「
鉾
立
役
人
　
梶
次
郎
兵
衛
義
継
」
の
次
に
「
幡
鉾
　
中
村
長
左
衛
門
忠
重
」
が
見

　
　
え
る
。
関
連
が
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。



（
3
0
）
　
前
掲
註
2
5
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
C
l
五
三
。

（
3
1
）
　
『
知
行
方
之
帳
　
地
下
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
勧
修
寺
家
旧
蔵
記
録
写
真
帳
五
八
一
）
。

（
3
2
）
　
「
元
和
三
年
領
知
之
帳
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
二
〇
五
三
－
四
二
）
。

（
3
3
）
　
「
両
局
出
納
催
之
帳
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
二
〇
五
三
－
三
九
）
。

（
3
4
）
前
掲
註
3
豊
田
論
文
三
二
三
頁
。

（
3
5
）
　
前
掲
註
1
3
『
地
下
諸
役
記
』
。

（
3
6
）
　
『
駕
輿
丁
御
用
控
』
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
山
城
国
京
都
駕
輿
丁
文
書
五
）
文
久
三
年
三
月
七
日
条
。

（
3
7
）
　
『
壬
生
文
書
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
写
本
三
〇
七
一
・
六
八
－
一
二
）
。

（
3
8
）
　
『
狩
野
亨
吉
氏
蒐
集
文
書
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
写
本
三
〇
七
一
・
六
二
ー
八
五
）
。

（
3
9
）
　
以
下
、
前
掲
註
3
豊
田
論
文
三
二
一
二
頁
～
三
三
二
頁
。

（
4
0
）
　
前
掲
註
1
6
「
駕
輿
丁
諸
用
留
』
文
久
三
年
九
月
七
日
条
。

（
4
1
）
　
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
管
轄
外
の
地
下
官
人
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
前
掲
註
4
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
の
組
織
と
「
地
下
官

　
　
人
之
棟
梁
」
」
参
照
。

（
4
2
）
　
前
掲
註
2
5
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
D
l
一
九
。

（
4
3
）
　
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
C
l
四
一
。

（
4
4
）
　
前
掲
註
2
5
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
D
I
一
九
。

（
4
5
）
　
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
1
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
ー
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
四
編
第
四
号
、

　
　
二
〇
〇
五
年
）
、
前
掲
註
4
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
の
組
織
と
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
」
。

（
4
6
）
　
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
D
ニ
ー
一
二
。

（
4
7
）
　
前
掲
註
1
6
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
文
久
三
年
一
〇
月
二
五
日
条
～
一
一
月
朔
日
条
。

（
4
8
）
　
前
掲
註
4
5
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
1
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
ー
」
。

（
4
9
）
　
前
掲
註
4
拙
稿
「
近
世
地
下
官
人
の
組
織
と
「
地
下
官
人
之
棟
梁
」
」
で
は
外
記
方
地
下
官
人
の
う
ち
、
兵
庫
寮
を
検
証
し
た
。

（
5
0
）
　
前
掲
註
3
6
『
駕
輿
丁
御
用
控
』
文
久
三
年
三
月
二
日
条
～
四
日
条
。

近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

三
七



近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

三
八

（
5
1
）
　
前
掲
註
7
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
6
8
集
　
山
城
国
諸
家
文
書
目
録
（
そ
の
二
）
』
＝
頁
に
よ
れ
ば
、
「
右
近
衛
府
兄
部
を
世
襲
し
た
大
石

　
　
家
が
所
蔵
し
た
記
録
文
書
の
写
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
青
山
長
兵
衛
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
し
て
い
る
。

（
5
2
）
　
次
の
石
清
水
社
行
幸
に
関
わ
る
一
件
は
前
掲
註
3
6
『
駕
輿
丁
御
用
控
』
文
久
三
年
三
月
一
八
日
条
～
二
二
日
条
。

（
5
3
）
　
前
掲
註
3
6
『
駕
輿
丁
御
用
控
』
文
久
三
年
三
月
一
＝
日
条
。

（
5
4
）
　
池
田
昭
『
天
皇
制
と
八
瀬
童
子
』
（
東
方
出
版
、
一
九
九
一
年
）
一
二
頁
～
一
三
頁
。

（
5
5
）
　
前
掲
註
3
6
『
駕
輿
丁
御
用
控
』
文
久
三
年
三
月
二
二
日
条
。

（
5
6
）
　
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
（
清
文
堂
、
一
九
七
三
年
）
一
一
九
頁
～
＝
二
四
頁
。

（
5
7
）
前
掲
註
1
2
『
駕
輿
丁
記
事
』
。

（
5
8
）
但
し
、
他
の
地
下
官
人
の
下
司
が
決
し
て
裕
福
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
既
に
別
稿
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
点
は
さ
ら
に
検
証
を
重
ね
て
い

　
　
き
た
い
。
前
掲
註
4
5
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
1
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
ー
」
。

（
5
9
）
　
前
掲
註
3
0
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
C
l
五
三
。
な
お
、
こ
の
史
料
の
裏
表
紙
に
「
長
濱
家
」
と
あ
り
、
左
兵
衛
府
長
濱
家
に
伝
来
し
た
か
、

　
　
そ
の
写
し
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
6
0
）
　
前
掲
註
7
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
　
第
6
8
集
　
山
城
国
諸
家
文
書
目
録
（
そ
の
二
）
』
一
一
頁
。

（
6
1
）
　
前
掲
註
1
6
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
文
久
三
年
一
二
月
条
。
な
お
、
一
二
日
条
と
二
二
日
条
の
間
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
6
2
）
　
前
掲
註
2
5
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
D
ニ
ー
一
九
。

（
6
3
）
　
前
掲
註
5
熊
谷
論
文
三
八
四
頁
～
三
八
五
頁
。

（
6
4
）
　
前
掲
註
4
5
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
1
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
ー
」
四
一
頁
～
四
四
頁
。

（
6
5
）
　
前
掲
註
4
5
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
1
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
ー
」
。

（
6
6
）
　
前
掲
註
3
0
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
C
I
五
三
。

（
6
7
）
　
前
掲
註
4
6
野
口
安
左
衛
門
家
文
書
写
真
帳
D
ニ
ー
一
二
。

（
6
8
）
　
前
掲
註
1
5
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
。

（
6
9
）
　
前
掲
註
1
5
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
。

（
7
0
）
　
前
掲
註
1
5
『
駕
輿
丁
大
石
中
務
参
役
覚
書
』
。



（
7
1
）
　
前
掲
註
4
5
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
地
下
官
人
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
1
内
膳
司
濱
島
家
文
書
を
事
例
と
し
て
ー
」
。

（
7
2
）
　
前
掲
註
1
6
『
駕
輿
丁
諸
用
留
』
元
治
二
年
六
月
条
。

（
7
3
）
　
内
膳
司
史
生
射
場
重
俊
は
永
尋
の
者
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
、
辞
官
位
記
返
上
の
上
、
在
地
へ
戻
っ
た
。
数
ヵ
月
後
、
「
外
聞
」
が
悪
い
の
で
、

　
再
び
内
膳
司
膳
部
に
補
任
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
出
て
き
た
。
こ
の
場
合
、
地
下
官
人
と
な
る
こ
と
で
、
地
域
に
一
定
の
意
味
が
あ
る
と
、
少
な

　
　
く
と
も
射
場
重
俊
に
は
認
識
さ
れ
て
い
た
（
地
域
社
会
側
が
ど
の
程
度
認
識
し
て
い
た
か
は
不
明
）
。

（
史
学
科
助
手
）

近
世
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
（
西
村
）

三
九


